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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号｡以下｢法｣という。）に基

づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場

に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争

の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な、公

共サービスを実現することを目指すものである。 

これを踏まえ、独立行政法人産業技術総合研究所（以下「研究所」という。 ）は、公共サービス改

革基本方針（平成２６年７月１１日閣議決定）別表において民間競争入札の対象として選定された「（独）

産業技術総合研究所の「産業技術総合研究所つくばセンター」の施設管理等業務」における事業のうち

「研究協力センター運営管理業務」、「サイエンス・スクエアつくば運営管理業務」及び「地質標本館

運営管理業務」について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする｡ 

 

 

１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施にあたりあたりあたりあたり確保されるべき対象公共サービ確保されるべき対象公共サービ確保されるべき対象公共サービ確保されるべき対象公共サービ

スの質に関する事項スの質に関する事項スの質に関する事項スの質に関する事項（法（法（法（法第第第第 14141414 条第２項第１号）条第２項第１号）条第２項第１号）条第２項第１号）    

 

（１）対象公共サービスの詳細な内容 

 

①研究所の概要 

研究所は、日本の産業を支える環境・エネルギー、ライフサイエンス、情報通信・エレクト

ロニクス、ナノテクノロジー・材料・製造、地質及び計測・計量標準という多様な６分野の研

究を行う我が国最大級の公的研究機関である。本部を東京及びつくばに置き、つくばセンター

を除く全国９ヶ所にそれぞれ特徴ある研究を重点的に行う地域センターを配している。 

 

②対象施設の概要 

対象施設となるつくばセンターのつくば中央地区に所在する。 

1)所在地 

つくば中央地区 ：茨城県つくば市東１－１－１ 

2)施設配置：別紙６－１のとおり。 

 

③業務の対象と業務内容 

1)業務の概要 

ア．研究協力センター運営管理業務 

研究協力センターは、研究所の研修施設、国内外からの共同研究者及び研究所地域セン

ターからの出張者等の宿泊施設であり、「さくら館」は主に短期滞在型の研修及び宿泊施設

であり、１３８室の宿泊室がある。「けやき館」は主に長期滞在型の宿泊施設であり６０室
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の宿泊室がある。 

研究協力センター運営管理業務は、フロント業務、客室整備業務及び清掃業務を総合的

に運営管理する。 

イ．サイエンス・スクエアつくば運営管理業務 

「サイエンス・スクエアつくば」は、研究所の研究開発が社会の発展に貢献しているこ

とを広く社会・国民に発信し、研究所の活動の理解促進を図るとともに、国民の科学技術

への興味を高め、次世代の産業に関わる人材の育成に貢献することを目的とした常設展示

施設である。第１事業所Ａ棟１階に位置し、ロビー、展示スペース（619㎡）、倉庫で構成

される。 

サイエセンス・スクエアつくば運営管理業務は、一般入館者の受付、展示品解説及び機

器のデモ操作、見学に係る予約・問い合わせ対応、展示品及び展示室内の点検業務に関す

る「受付、展示案内業務」、土日祝日における 開館日の巡回、見学者受付、誘導に関する

業務とし、業務従事者の常駐管理とする。 

ウ．地質標本館運営管理業務 

地質標本館は総面積３，７００㎡の２階建て建物（地下１階、地上２階（一部３階））

で、玄関、中央ホール、映像展示室、テーマ別４展示室等の展示スペース１，５００㎡及

び関連する研究室・事務室・岩石薄片製作室等２，２００㎡から構成され、それぞれの展

示室等にはパネルや模型、映像展示に加え、実物の岩石・鉱物・化石の標本を多数展示し

ており、一般の人々に広く公開している常設展示施設である。 

地質標本館受付管理業務は、来訪・見学者に対する受付・案内並びに地質の調査に関す

る普及出版物及び絵葉書・地球科学図及び地球科学データ集に関する頒布を行うことによ

り、来館者への地球科学に関する研究成果の普及促進を図るとともに、見学しやすい環境

を提供する。 

2)業務の仕様 

本業務の仕様については、別紙５－１「研究協力センター運営管理業務仕様書」、別紙５

－２「サイエンス･スクエア運営管理業務仕様書」及び別紙５－３「地質標本館運営管理業

務仕様書」（以下「仕様書」という。）を参照のこと。 

3)業務の対象に関する用語 

「研究協力センター運営管理業務」、「サイエンス･スクエア運営管理業務」及び「地質標

本館運営管理業務」の全ての業務を対象とする場合は、以下「本業務」といい、個別にそれ

ぞれの業務を対象とする場合は「研究協力センター運営管理業務」、「サイエンス･スクエア

運営管理業務」及び「地質標本館運営管理業務」という。 

 

④業務の引き継ぎ 

1)現行の事業者からの引継ぎ 

研究所は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び本業務を新たに実施す

ることとなった事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認

する。 

本業務を新たに実施することとなった事業者は、業務の開始日までに、業務内容を明らか

にした書類等により、現行の事業者から本業務の引継ぎを受けるものとする。 

なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、現行の事業者の負担となる。 
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2)本業務終了の際に事業者の変更が生じた場合の引継ぎ 

研究所は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、本業務の事業者及び次回の事業者に対し

て必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

本業務の終了に伴い事業者が変更となる場合には、本業務の事業者は、当該業務の開始日

までに、業務内容を明らかにした書類等により、次回の事業者に対し、引継ぎを行うものと

する。 

なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、本業務の事業者の負担となる。 

 

（２）サービスの質の設定  

本業務の実施にあたり達成すべき質及び最低限満たすべき水準は以下のとおりとする。 

  

①業務の包括的な質  

1)本業務を通じて包括的に達成すべき質は、来客者の快適な利用、視点に立ったサービスでの

対応を行う。また、来客者へ満足の行く業務提供を適切に行うこととし、施設等の運営管理

を適切に行い、研究所の業務遂行の円滑な実施を可能とすることとし、具体的には表１の指

標とおりとする。  

【表１】 

状態 主要事項 指  標 

平常時 

安全性の確保 

本業務の不備に起因して来訪者及び施設利用者の怪

我が発生しないこと。 

 回数【０回】 

本業務の不備に起因して物損事故が発生しないこと。

回数【０回】 

業務継続性（品質）の確

保 

本業務の不備に起因する業務の中断が発生しないこ

と。    回数【０回】 

不具合の対応 

施設利用者等から施設等の不具合等の連絡があった

際に迅速な対応をすること。 

緊急時 業務継続性の確保 

大地震・火災等の緊急事態により、研究所がその業務

の一部又は全部を停止した場合において、研究所が機

能を回復する過程で、本業務の不備に起因した復旧の

遅れがないこと。 

大地震・火災等の緊急事態により、広範な地域におい

て機能を停止（研究所がり災していない場合に限る。）

し、研究所がその業務の一部又は全部を停止した場合

において、研究所が機能を回復する過程で、本業務の

不備に起因した復旧の遅れがないこと。 

2)快適性の確保 

ア．研究所は「研究協力センター」、「サイエンス・スクエアつくば」及び「地質標本館」

の利用者を対象に別添の「施設環境に関するアンケート」を常時実施し、四半期毎にそ

の集計を行う。 
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イ．施設利用者アンケートの満足度（定量的な指標） 

ａ．「研究協力センター」（さくら館）及び（けやき館）、「サイエンス・スクエアつく

ば」及び「地質標本館」利用者を対象としたアンケートについては、設問それぞれに

ついて満足度が９０％を超えること。 

ウ．満足度は、「満足」及び「やや満足」に該当する回答の割合を集計（１％未満の端数が

生じるときは、小数点第２位を四捨五入）するものとする。 

 

②業務において確保すべき水準  

本業務において確保すべき水準は、仕様書において定める内容を確保することとする。 

なお、民間事業者は、定められた仕様書について、企画書提出時において改善提案を行うこ

とができる。  

 

（３）創意工夫の発揮可能性  

本業務を実施するにあたっては、以下の観点から法令に反しない限り民間事業者の創意工夫

を反映し、サービスの質の向上（包括的な質の向上、効率化の向上、経費の削減等）に努める

ものとする。  

 

①業務の実施全般に対する質の確保に関する提案 

民間事業者は、別途定める様式に従い、本業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組

むべき事項等の改善提案を行うことができる。その際、具体的な方法等を示すとともに、仕様

書で示す現行基準レベルの質が確保できる根拠等を明示すること。  

 

②従来の実施方法に対する改善提案  

民間事業者は、本業務の現行基準として示す従来の実施方法に対し、改善すべき提案（経費

の削減に係る提案を含む）がある場合は、別途定める様式に従い、具体的な方法等を示すとと

もに、仕様書で示す現行基準レベルの質が確保できる根拠等を明示すること。 

 

（４）委託費の支払方法 

研究所は、民間事業者が行う業務について契約期間中の検査・監督を行い、本業務の実施状

況及び質の状況を確認した上で、請負代金を支払う。検査・監督の結果、本業務の実施状況及

び質の状況が確保されていない場合は、研究所は再度業務を行うように改善の指示を出し、民

間事業者は、業務改善計画書を研究所に提出するとともに所要の改善を行うこととする。改善

後の本業務の実施状況及び質の状況が確保されているかが確認できるまでの間、請負代金の支

払を保留する。  

請負代金の支払にあたっては、民間事業者は当該月分の本業務の完了後、適法な支払請求書

により当該月分の支払請求を行う。研究所は、民間事業者からの請求があったときは、速やか

に所定の金額を民間事業者（入札参加グループ（下記３．（５）①に規定する「入札参加グルー

プ」をいう。以下同じ。）の場合は代表者（下記３．（５）①に規定する「代表者」をいう。以

下同じ。））に支払うものとする。 
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（５）費用負担等に関するその他の留意事項 

 

①消耗品等  

本業務を実施するに当たり研究所つくばセンターの来客者が使用する消耗品並びに民間事業

者が使用する消耗品及び附属品については、仕様書において民間事業者が負担することとして

定められているものを除き研究所の負担とし、民間事業者からの請求に応じて支給するものと

する。 

 

②光熱水費  

研究所は、民間事業者が本業務を実施するにあたり使用する光熱水費を無償で提供するもの

とする。  

 

③施設等使用料  

研究所は、民間事業者が本業務を実施するために使用する控室等を無償で提供するものとす

る。 

 

④法令等の変更による増加費用及び損害の負担  

法令等の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用又は損失については、以下の1)か

ら3)のいずれかに該当する場合には研究所が負担し、それ以外の変更については民間事業者が

負担するものとする。  

1)本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、基準等の変更及び税制度の新設  

2)消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更を含む。）  

3)上記1)及び2)のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変更（税

率の変更を含む。） 

 

 

２．実施期間に関する事項２．実施期間に関する事項２．実施期間に関する事項２．実施期間に関する事項（（（（法法法法第第第第 14141414 条第２項第２号）条第２項第２号）条第２項第２号）条第２項第２号）    

 

本業務の実施期間は、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までとする。 

 

 

３．入札参加資格に関する事項３．入札参加資格に関する事項３．入札参加資格に関する事項３．入札参加資格に関する事項（（（（法法法法第第第第 14141414 条第２項第３号及び第３項）条第２項第３号及び第３項）条第２項第３号及び第３項）条第２項第３号及び第３項）    

 

本入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、以下の（１）から（４）の全ての

要件を満たしていること。 

 

（１）法第１５条において準用する法第１０条各号（第１１号を除く）に該当しない者であること。  

 

（２）独立行政法人産業技術総合研究所の契約事務取扱要領第７条及び第８条の規定に該当しない者

であること。 
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（３）独立行政法人産業技術総合研究所の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領（以下「審査 

事務取扱要領」という。）により、平成２５・２６・２７年度において「役務の提供等」の「Ａ」、

「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。 

なお、入札参加グループで入札に参加する場合には、審査事務取扱要領において、代表者にあ

っては平成２５・２６・２７年度において「役務の提供等」の「Ａ」の等級に格付けされてお

り、代表者以外の入札参加グループ員（下記（５）①に規定する「入札参加グループ員」をい

う。以下同じ。）にあっては「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付されている者であること。 

また、全省庁統一資格において、当該資格を有する者は、同等級に格付けされている者とみな

す。 

 

（４）本入札公告の日から開札の時までの期間に独立行政法人産業技術総合研究所の契約に係る指名

停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 

 

（５）入札参加グループでの入札について  

 

①入札参加グループの結成  

入札参加者が本実施要項に定める本業務のすべてを単独で遂行することができない場合には、

提出書類（下記４．（２）②で規定する「提出書類」をいう。）を提出する時までに、業務の

すべてを共同で遂行することにより入札に参加するグループ（以下「入札参加グループ」とい

う。）を結成し、入札に参加することができる。その際、入札参加グループに参加する者を入

札参加グループ員とし、入札参加グループ員のうちから代表企業及び代表者を定めるものとす

る。  

なお、入札参加グループ員は、ほかの入札参加グループに参加し、又は単独で入札に参加す

ることはできない。 

また、入札参加グループを結成した場合には、すべての入札参加グループ員は、入札参加グ

ループ結成に関する協定書又はこれに類する書類を作成しなければならない。  

 

②入札参加グループの入札参加資格  

すべての入札参加グループ員は、本項の（１）から（４）のすべての要件を満たしているこ

と。 

 

（６）入札参加予定の事業協同組合の構成企業が、単独若しくは他の共同体のグループ企業として参

加すると競争の公正性が阻害されることから、入札参加予定の事業協同組合の構成企業は、他

の入札参加グループに参加し又は単独で入札に参加することはできない。 
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４．入札に参加する者の募４．入札に参加する者の募４．入札に参加する者の募４．入札に参加する者の募集に関する事項集に関する事項集に関する事項集に関する事項（法第（法第（法第（法第 14141414 条第２項第４号）条第２項第４号）条第２項第４号）条第２項第４号）    

 

（１）入札の実施手続及びスケジュール（予定）は、表２のとおり。 

  【表２】 

手   続  き スケジュール 

①入札公告の官報公示 ○ 平成 26年 11月上旬頃 

②入札説明会     ○ 平成 26年 11月中旬頃 

③現場説明会     ○ 平成 26年 11月中旬頃 

④入札等に関する質疑応答 平成 26年 12月中旬頃 

⑤入札書類の受付期限 ○ 平成 26年 12月下旬頃 

⑥入札書類の評価   ○ 平成 27年 1月下旬頃 

⑦開札・落札者予定者等の決定 平成 27年 2月上旬頃 

⑧契約締結      ○ 平成 27年 2月下旬頃 

 

（２）入札実施手続 

 

①入札説明会後の質問受付 

入札公告以降、研究所において入札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内容や入札に

係る事項について、入札説明会後に、研究所に対して質問を行うことができる。質問は原則と

して電子メールにより行い、質問内容及び研究所からの回答は原則として入札説明書の交付を

受けた全ての者に公開することとする。 

ただし、入札参加者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、

質問者の意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。 

 

②提出書類及び提出時期 

入札参加者は、本業務の実施に係る入札金額を記載した書類（以下「入札書」という。）及

び総合評価を行うにあたり必要となる業務実施の具体的な方法、その質の確保方法等に関する

書類（以下「企画書」という。）及びその他審査に必要となる書類を提出すること。 

なお、上記の入札金額には、本業務に要する一切の諸経費の108分の100に相当する金額を記

載することとする。 

また、法第10条各号に規定する欠格事由あたらないことを誓約する書類（別紙７)を併せて提

出すること。 

 

③企画書の内容 

入札参加者が提出する企画書には、本実施要項５．で示す総合評価を受けるために必要な次

の事項を記載すること。  

1)代表責任者及び本業務責任者等【様式１】  

9



 

 

ア．入札参加者の代表責任者、本業務の責任者を記載する。  

イ．本業務を実施するにあたっての具体的な実施体制（責任者の配置及び当研究所との連絡

体制等）を記載する。 その際、業務フローも合わせて記載すること。 

なお、入札参加グループで参加する場合は、様式１に入札参加グループ員の一覧、入

札参加グループの代表事業者、入札参加グループ員の代表責任者及び各業務の担当者を

記載すること。入札参加グループ結成に関する協定書又はこれに類する書類を添付する

こと。  

ウ．「研究協力センター運営管理業務」の実施者は、「ＩＳＯ9001の認定登録業者」で、登

録活動範囲が「宿泊施設付研修所の清掃業務の提供」であること。 

2) 本業務の業務従事者及び法的資格等を有する者等の配置【様式２】  

ア．本業務を実施するにあたって、業務従事者及び必要とする法定資格等を有する者の配置

を記載すること。 

イ．本業務を実施するにあたって、人員の不足が生じた際の補助体制を記載すること。  

3)業務実績【様式３】  

ア．当研究所が必要とする役務又はこれと類似する役務について、過去３年間におけるサー

ビス提供の実績  

イ．「研究協力センター運営管理業務」の実施者は、客室100室以上、建屋延面積10,000㎡以

上の契約実績があること。 

4) 業務の質の確保に対する考え方【様式４】  

ア．本業務の実施全般に対する質の確保についての考え方について記載すること。 

イ．本業務を実施するにあたって、業務従事者の業務遂行能力の向上のために、社内教育及

び研修等の実施体制及び実施内容について記載すること。 

5) 緊急時の体制及び対応方法【様式５】  

ア．緊急時（本業務の実施にあたり想定していたとおりの業務を実施することが困難になる

未知の事故・事象が生じた場合）及び非常時の対応について、バックアップ体制、対応

方法、対応手順及び連絡先について具体的に記載すること。 

6)改善提案【様式６、７】  

ア．従来の実施方法に対し、顧客満足度の向上等に対する改善提案を行う場合は、改善を行

う業務の項目と提案の概略を整理し記載すること。 

また、以下の項目毎に具体的な提案を記載すること。 

・改善提案を行う業務について 

・改善提案を行う理由について 

・改善提案の内容について 

・改善提案による質の向上効果又は経費の削減効果（あるいはその両方）について 

・改善提案の実施方法について 

・実施体制について 

 

④開札にあたっての留意事項 

1)開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立

ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行うこととする。  

2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。  
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3)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ

競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状（入札説明書に添

付されている）を提示又は提出しなければならない。  

4)入札者又はその代理人は、入札中は、入札関係職員が特にやむを得ない事情があると認め

た場合のほか、開札場を退場することができない。 

 

 ⑤その他審査に必要となる書類 

上記②の「その他審査に必要となる書類」とは、以下のとおりである。  

1)入札参加者（入札参加グループの場合はすべての入札参加グループ員）の審査事務取扱要

領における平成２５・２６・２７年度の競争参加資格又は全省庁統一資格の写し。  

2)本実施要項別紙２に記載された入札参加者に求められる条件について、当該業務を行う事

業者が必要な条件を満たすことを証する書類（写しでも可）。 

3)業務実施責任者等の条件について、当該業務を行う者が必要な条件を満たすことを証する

書類（写しでも可）。 

 

 

５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービ５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービ５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービ５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービ

スを実施する者の決定に関する事項スを実施する者の決定に関する事項スを実施する者の決定に関する事項スを実施する者の決定に関する事項（（（（法法法法第第第第 14141414 条第２項第５号）条第２項第５号）条第２項第５号）条第２項第５号）    

 

本業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価方式によるものとする。  

なお、評価は、研究所に、本業務に関して利害関係を有しない外部有識者を含む評価委員会を設置

して行うものとする。  

 

（１）落札者決定にあたっての質の評価項目の設定  

落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に添って実

行可能なものであるか（必須項目審査）、また、効果的なものであるか（加点項目審査）につい

て行うものとする。  

 

① 必須項目審査（１００点）  

必須項目審査においては、入札参加者が次の必須項目を満たしていることを確認する。すべ

て満たした場合は基礎点（１００点）を付与し、一つでも満たしていない場合は、失格として

下記②の加点項目審査は行わない。（別紙１参照）  

1)業務の実施体制について  

ア．企業の代表責任者及び本業務の責任者が記載されていること。  

イ．本業務を実施するにあたっての具体的な実施体制（責任者の配置及び当研究所との連絡

体制等）が明確に示されていること。業務フローは、当研究所の示す要件が満たされて

いること。 

ウ．本業務を遂行可能な人数が確保されているか。また、本業務で必要とする法定資格者等

が適切に配置されていること。 

2)業務の質の確保について 

ア．本業務の実施全般に対する質の確保について適切に記載されていること。  
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3)緊急時非常時の対応についての考え方・体制  

ア．緊急時及び非常時の対応について、バックアップ体制、対応方法、対応手順及び連絡先

について具体的に記載されているものであること。 

 

② 加点項目審査（６５点）  

必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加点項目について審査を行う。  

なお、提案内容については、具体的であり、かつ効果的な実施が期待されるかという観点か

ら、基本的には従来の実施方法と提案内容との比較を行い、絶対評価により加点（満点の場合

は６５点）する。（別紙１参照）  

採点基準については、評価委員が加点項目ごとに提案書の内容を審査し、表３の採点基準に

より評価点を決定する。評価委員の評価点の平均値を表４に当てはめることにより評価を決定

し、評価を元に表５の加点得点を決定する。 

 

【表３ 採点基準】 

採点基準 評価点 

非常に優れている ３ 

優れている ２ 

標準的・一般的である １ 

記載なし又は効果が期待できない ０ 

 

【表４ 評価点】 

評価委員の評価点の平均値 評 価 

３.００～２.２５ Ａ評価 

２.２４～１.５０ Ｂ評価 

１.４９～０.７５ Ｃ評価 

０.７４～０.００ Ｄ評価 

※平均値については、小数点第２位まで求めることとし、第３位を四捨五入する。 

 

【表５ 加点得点】 

評  価 ５点の場合 １０点の場合 

Ａ評価 ５ １０ 

Ｂ評価 ３ ７ 

Ｃ評価 ２ ３ 

Ｄ評価 ０ ０ 

 

1) 実施体制及び業務の質の確保について（１５点） 

ア．業務の実施体制について（１５点） 

ａ．本業務を実施するにあたって、人員の不足が生じた場合の補助体制を確立しているか。 

ｂ．当研究所が必要とする役務又はこれと類似する役務について、過去３年間におけるサ

ービス提供の実績を有する者であるか。 
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2) 業務毎の提案について（５０点） 

ア．研究協力センター運営管理業務（２０点） 

ａ．本業務を実施するにあたって、業務従事者の業務遂行能力の向上のために、社内教育

及び研修等の実施体制及び実施内容について明記しているか。 

ｂ．顧客満足度の向上等に対する改善提案の内容は、質の向上が図られており、その実施

について具体的な方法、計画が明記され体制が確保されているか。 

イ．サイエンス・スクエアつくば運営管理業務（１５点） 

ａ．本業務を実施するにあたって、業務従事者の業務遂行能力の向上のために、社内教育

及び研修等の実施体制及び実施内容について明記しているか。 

ｂ．顧客満足度の向上等に対する改善提案の内容は、質の向上が図られており、その実施

について具体的な方法、計画が明記され体制が確保されているか。 

ウ．地質標本館運営管理業務（１５点） 

ａ．本業務を実施するにあたって、業務従事者の業務遂行能力の向上のために、社内教育

及び研修等の実施体制及び実施内容について明記しているか。 

ｂ．顧客満足度の向上等に対する改善提案の内容は、質の向上が図られており、その実施

について具体的な方法、計画が明記され体制が確保されているか。 

 

（２）落札者決定にあたっての評価方法 

 

① 落札者の決定方法  

必須項目審査により得られた基礎点（１００点）と加点項目審査で得られた加算点（６５点）

を加算し、入札価格（予定価格の制限の範囲内であるものに限る。）で除した値を総合評価点

とし、その得点が入札参加者中で最も高い値の者を落札予定者として決定する。 

 

総合評価点＝（基礎点（１００点）＋加点項目審査による加算点（６５点））÷入札価格 

 

② 留意事項  

1)当該落札予定者の入札価格が予定価格の一定割合に満たない場合は、その価格によって契約

の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否か、次の事項について改

めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合、又は契約の相手方となるべき者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められ

た場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点が

最も高い１者を落札予定者として決定することがある。 

ア．当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性（当該単価で適切な人材が確保されるか

否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解

しているか否か等） 

イ．当該契約の履行体制（常駐者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼任の別、業務分担

等が適切か否か等） 

ウ．当該契約期間中における他の契約請負状況 

エ．手持機械その他固定資産の状況 

オ．国の行政機関等及び地方公共団体等に対する契約の履行状況 
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カ．経営状況 

キ．信用状況 

2)落札予定者となるべき者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを

引かせ、落札予定者を決定するものとする。 

なお、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札事務に関係な

い職員がこれに代わってくじを引き落札予定者を決定するものとする。 

3)落札予定者となった者は、法に規定する暴力団排除に関する欠格事項の運用要領に基づき、

落札者を決定する前に、法第10条第4号及び第5号から第9号に規定する欠格事由の審査に必要

な書類を併せて提出すること。 

4)落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額、落札者の決定の理

由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について公表するもの

とする。 

 

（３）初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて 

開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入

札がないときは、原則として、直ちに再度の入札を行うこととし、これによってもなお落札者とな

るべき者が決定しない場合には、入札条件を見直し、再度入札公告に付することとする。 

なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち合わなかった場合には、その再度入札を辞退し

たものと見なす。 

また、再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は再度の入札公告によ

ると本業務の実施の準備に必要な期間を確保することができない等のやむを得ない事情がある場

合には、本業務の一部を分割した後、随意契約を締結する又は再度の入札公告に付することとする。

この場合において、研究所はその理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会（以下「監

理委員会」という。）に報告する。 

 

 

６６６６．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項（法第．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項（法第．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項（法第．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項（法第 14141414

条第２項第６号及び第４項）条第２項第６号及び第４項）条第２項第６号及び第４項）条第２項第６号及び第４項）    

 

（１）開示情報 

対象業務に関して、以下の情報は別紙「従来の実施状況に関する情報の開示」のとおり開示する。 

① 従来の実施に要した経費 

② 従来の実施に要した人員 

③ 従来の実施に要した施設及び設備 

④ 従来の実施における目的の達成の程度 

⑤ 従来の実施方法等 

⑥ 業務別利用実績者数等 

 

（２）資料の閲覧 

前項⑤「従来の実施方法等」の詳細な情報は、民間競争入札に参加する予定の者から要望があっ

た場合、従来の当該業務の調達仕様書、提出書類等について、所定の手続を踏まえた上で閲覧可能
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とし、民間競争入札に参加する予定の者から追加の資料の開示について要望があった場合は、研究

所は法令及び機密性等に問題のない範囲で適切に対応するよう努めるものとする。 

なお、資料の閲覧期間については、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの

期間とし、あらかじめ研究所の調達担当部署に連絡の上、その指示に従うこと。 

また、民間競争入札に参加する予定の者は、研究所に「機密情報閲覧に関する誓約書」を提出の

上、資料の閲覧を行うものとする。 

 

 

７７７７．公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項（法第．公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項（法第．公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項（法第．公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項（法第

14141414 条第２項第７号）条第２項第７号）条第２項第７号）条第２項第７号）    

 

（１）使用施設  

本業務を実施するにあたり使用することができる施設は、研究所つくばセンター内の施設とする。 

ただし、施設等を改修又は改造して業務を行う場合には、あらかじめ研究所の承認を得るものと

し、改修等のために必要となる費用及び業務終了時の原状回復に要する費用は民間事業者の負担と

する。 

 

（２）機器等の持込み  

研究所の業務に支障をきたさない範囲において、民間事業者は研究所つくばセンター内に本業務

に必要な機器等を民間事業者の負担において持ち込むことができる。ただし、機器等を持ち込む場

合には、事前に研究所の了解を得るものとし、本業務を終了した際は、原状回復を行わなければな

らない。  

機器等の持込み又は撤去に要する経費及び持ち込んだ機器等に係る経費については、本実施要項

１．（５）②で規定する光熱水費を除き民間事業者が負担するものとする。 

 

（３）目的外使用等の禁止等 

使用が認められた施設、設備及び物品等については注意を持って使用するとともに、目的外に使

用してはならない。 

また、民間事業者の責めに帰すべき事由により、破損、故障、紛失等による損害が生じた場合に

おいては、これを民間事業者が賠償するものとする。 

 

 

８８８８．公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに．公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに．公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに．公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するにあたりあたりあたりあたり、、、、研究所研究所研究所研究所にににに

対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サ対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サ対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サ対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サ

ービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者ービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者ービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者ービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者

が講ずべき措置に関する事項（法第が講ずべき措置に関する事項（法第が講ずべき措置に関する事項（法第が講ずべき措置に関する事項（法第 14141414 条第２項第９号）条第２項第９号）条第２項第９号）条第２項第９号）    

 

（１）報告等について 

 

①業務計画書の作成と提出 

民間事業者は、本実施要項で定めた業務を行うにあたり、個別業務ごとに、各年度の事業開
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始日までに、年度ごとの業務計画書を別に定める監督職員に提出し、協議しなければならない。

業務計画に変更を生じた場合も同様とする。 

 

②業務報告書の作成と提出 

民間事業者は、本業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報及び年間総括報告書

を作成し、以下のとおり保管又は提出すること。なお、これらの報告書は監督職員に提出し、

確認をうけること。  

1)民間事業者は、業務日報を毎日作成し、翌日（当該翌日が研究所の所定休日（以下「休日」

という。）の場合には、その直後の平日とする。）までに監督職員に提出し、監督職員の確

認を受けること。監督職員の確認を受けた後の業務日報は、業務期間中いつでも閲覧できる

ように保管すること。 

2)民間事業者は、業務期間中、当月分に係る業務月報を、その月の翌月の５日（当該日が休日

の場合には、その直後の平日とする。）までに監督職員に提出すること。監督職員の確認を

受けた後の業務月報は、業務期間中いつでも閲覧できるように保管すること。  

3)民間事業者は、各事業年度終了後毎年４月１０日（当該日が休日の場合には、その直後の平

日とする。）までに、当該事業年度に係る業務に関する年間総括報告書を監督職員に提出し、

確認を受けること。監督職員の確認を受けた後の年間総括報告書は、業務期間中いつでも閲

覧できるように保管すること。 

 

③研究所の検査・監督体制 

民間事業者からの報告等を受けるにあたり、研究所の検査・監督体制は次のとおりとする。  

1)責任者  

責任者は、研究所つくばセンターの管理に関して責任を負うとともに、副責任者、検査職

員及び監督職員を統括するものとし、研究所つくばセンター第一事業所管理監の職にある者

をもって充てるものとする。  

2)副責任者  

副責任者は、責任者が不在であるときはその責務を代行することとし、以下の職にある者

をもって充てるものとする。  

ア．つくば中央第一事業所第一研究業務推進室長 

イ．広報部長 

ウ．地質標本館長 

3)検査職員  

検査職員は、民間事業者が実施した本業務の質について検査することとし、以下の職にあ

る者をもって充てるものとする。  

ア．つくば中央第一事業所第一研究業務推進室業務推進チーム長 

イ．広報部科学・技術コミュニケーション室長 

ウ．地質標本館企画運営グループ長 

4)監督職員  

監督職員は、民間事業者が行う事業について、必要な監督を行うものとし、その職務にあ

る者については、本業務の契約期間が開始する前までに民間事業者に通知するものとする。 

変更がある場合も同様とする。  
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（２）研究所による調査への協力 

研究所は、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるとき

は、民間事業者に対し、本業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所又は業

務実施場所に立ち入り、本業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係

者に質問することができる。 

なお、立入検査をする研究所の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第１項に

基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者に提示するものとする。 

 

（３）指示について 

業務実施期間中の研究所からの連絡や指示については、次のとおりとする。 

研究所は、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認める

ときは、民間事業者に対し、必要な措置を取るべきことを指示することができる。また、研究所は、

本業務の検査・監督において本業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、随時民間事業

者に指示を行うことができるものとする。  

研究所による指示の経路については以下のとおりとする。  

 

①報告、指示  

民間事業者から研究所への業務計画書・作業報告書その他の関係書類（以下「各種書類」と

いう。）の提出及び各種の報告は、原則として監督職員を通して行うものとする。監督職員は、

提出された各種書類及び各種の報告の内容について修正、追加、処置方法等について民間事業

者に必要な指示を行うものとする。 

また、上記に加え本業務の検査・監督において本業務の質の低下につながる問題点を確認し

た場合は、その場で指示を行うことができる。 

 

② 緊急時等における報告、指示  

故障・不具合の発生時及び本業務の立会時等、早急な判断、対応を必要とする場合（以下「緊

急時等」という。）には、個別業務の実施事業者は監督職員の所属部署に直接報告を行うことが

できる。 

また、緊急時等には、監督職員は個別業務の実施事業者に直接指示を行うものとする。この

ような場合、個別業務の実施事業者は、管理業務実施者に対して、必ず事後報告を行うものと

する。 

 

（４）秘密の保持等 

 

①秘密の保持 

民間事業者は、本業務に関して研究所が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び業務遂

行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措

置を講ずること。民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその

職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又

は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条により
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罰則の適用がある。 

 

②個人情報の保護 

1)基本的な考え方  

民間事業者は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、本業務を実施するにあたって入手

した個人情報の取扱いについては、個人の権利や利益を侵害することがないように、独立行

政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年５月30日法律第59号）及び独立

行政法人産業技術総合研究所個人情報保護規程（平成17年４月１日 17規程第30号）に基づ

き、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他個人情報を適切に管理するため

に必要な措置を講じなければならない。  

2)保有の制限  

民間事業者は、本業務を実施するにあたって個人情報を保有するときは、あらかじめ、本

人に対してその利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範

囲を超えて個人情報を保有してはならない。  

3)利用及び提供の制限  

民間事業者は、研究所の指示又は承認がある場合を除き、本業務を実施するための利用目

的のために個人情報を自ら利用し、又は他者に利用させてはならない。 

民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は研究所以外の者と

の契約（本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。）に基づき実施する事業

に用いてはならない。  

4)複写等の禁止  

民間事業者は、研究所の指示又は承認がある場合を除き、本業務を実施するにあたり研究

所から提供された個人情報を複写し、又は複製してはならない。  

5)報告  

民間事業者は、個人情報の漏えい等が発生し、又は発生の可能性があることを知った場合

には、直ちに第一研究業務推進室に報告し、その指示に従うものとする。  

なお、本業務が終了した後においても同様である。  

6)管理体制の整備  

民間事業者は、本業務を実施するにあたり、個人情報の管理に関する責任者を定めるなど

管理体制を整備しなければならない。  

7)周知 

民間事業者は、本業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても本業務を実施す

るにあたり知り得た個人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならないことなど、

個人情報の保護に関して必要な事項を周知徹底しなければならない。  

 

（５）契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

 

①業務の開始及び中止 

1)民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなけれ

ばならない。 

2)民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ、
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研究所の承認を受けなければならない。 

 

②公正な取扱い 

1)民間事業者は、本業務の実施にあたって、当該施設の利用者を合理的な理由なく区別しては

ならない。 

2)民間事業者は、当該施設の利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業における利用の有

無等により区別してはならない。 

 

③金品等の授受の禁止 

民間事業者は、本業務の仕様書に定めのあるものの他、金品等を受け取ること又は与えるこ

とをしてはならない。 

 

④宣伝行為の禁止 

民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施にあたって、自らが行う本業務の宣伝

を行ってはならない。 

民間事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を

与えるような行為をしてはならない。 

 

⑤法令の遵守 

民間事業者は、本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならな

い。 

 

⑥安全衛生 

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を

定め、関係法令に従って行わなければならない。 

 

⑦記録・帳簿書類等 

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本業務を終了し

た日又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

 

⑧権利の譲渡 

民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡して

はならない。 

 

⑨権利義務の帰属等 

1)本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者は、そ

の責任において、必要な措置を講じなくてはならない。 

2)民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、研究所の承認を

受けなければならない。 
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⑩契約によらない自らの事業の禁止    

民間事業者は、本業務の対象施設において、研究所の許可を得ることなく自ら行う事業又は

研究所以外の者との契約（研究所との契約に基づく事業を除く。）に基づき実施する事業を行っ

てはならない。 

 

⑪再委託の取扱い 

1)民間事業者は、本業務の実施にあたり、その全部を一括して再委託してはならない。 

2)民間事業者は、本業務の実施にあたり、その一部について再委託を行う場合は、原則として

あらかじめ企画書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称、再委託先に委託

する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報

告徴収その他業務管理の方法）について記載しなければならない。また、民間事業者は、企

画書の提出前に、再委託先が単独又は入札参加グループで本入札に参加しようとする者でな

いことを確認するものとする。 

3)民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関す

る事項を明らかにした上で研究所の承認を受けなければならない。 

4)民間事業者は、上記2)及び3)により再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収す

ることとする。 

5)再委託先は、上記の「（４）秘密の保持等」及び「（５）契約に基づき民間事業者が講ずべ

き措置」の②から⑩までに掲げる事項については、民間事業者と同様の義務を負うものとす

る。 

6)民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て民間事業者の責任において行うもの

とし、再委託先の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみな

して、民間事業者が責任を負うものとする。 

 

⑫契約内容の変更  

民間事業者及び研究所は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事由によ

り本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手

方の承認を受けなければならない。 

 

⑬設備更新等の際における民間事業者への措置 

研究所は、次のいずれかに該当するときは、民間事業者にその旨を通知するとともに、民間

事業者と協議の上、契約を変更することができる。 

1)設備を更新、撤去又は新設するとき 

2)法令改正、施設の管理水準の見直し等により業務内容に変更が生じるとき 

3)入居部署の変動等により業務量に変動が生じるとき 

 

⑭契約解除 

研究所は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

1)偽りその他不正の行為により落札者となったとき 

2)法第10条の規定により民間競争入札に参加するものに必要な資格の要件を満たさなくなった

とき 
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3)本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが

明らかになったとき 

4)上記3)に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったと

き 

5)法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若

しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき 

6)法令又は本契約に基づく指示に違反したとき 

7)民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本業務の実施

に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき 

8)暴力団関係者を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき 

9)暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになった

とき 

 

⑮契約解除時の取扱い 

1)上記⑭に該当し、契約を解除した場合には、研究所は民間事業者に対し，当該解除の日まで

に本業務を契約に基づき実施した期間に係る委託費を支払う。 

2）上記1)による場合、民間事業者は、契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額並び

に上記1)の委託費を控除した金額の100分の10に相当する金額を違約金として研究所の指定

する期間内に納付しなければならない。 

3）研究所は、民間事業者が上記2)による金額を研究所の指定する期日までに支払わないときは、

その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年 100 分の５の割合

で計算した金額を延滞金として納付させることができる。 

4）研究所は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。

なお、研究所から民間事業者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払済

みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、支払済額と

みなす。 

 

⑯不可抗力免責  

民間事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により本業務の全部若しくは一部の履行が

遅延又は不能となった場合は当該履行遅延又は履行不能による責任を負わないものとする。 

この場合、研究所と協議して決定するものとする。 

 

⑰契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と研究所が協議するも

のとする。 
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９９９９．公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに．公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに．公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに．公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するにあたりあたりあたりあたり第三者に損害第三者に損害第三者に損害第三者に損害

を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間

事業者が負うべき責任（国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責事業者が負うべき責任（国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責事業者が負うべき責任（国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責事業者が負うべき責任（国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責

めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項（めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項（めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項（めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項（法法法法第第第第 14141414 条第２項条第２項条第２項条第２項

第第第第 10101010 号）号）号）号）    

 

本契約を履行するにあたり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、

故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めると

ころによるものとする。 

 

①研究所が民法（明治29年法律第89号）第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったとき

は、研究所は当該民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該損害の発生につい

て研究所の責めに帰すべき理由が存する場合は、研究所が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超え

る部分に限る。）について求償することができる。 

 

②当該民間事業者が民法（明治29年法律第89号）第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行

った場合であって、当該損害の発生について研究所の責めに帰すべき理由が存するときは、当該

民間事業者は研究所に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき

金額を超える部分について求償することができる。 

 

 

11110000．対象公共サービスに係る第７条第８項に規定する評価に関する事項（．対象公共サービスに係る第７条第８項に規定する評価に関する事項（．対象公共サービスに係る第７条第８項に規定する評価に関する事項（．対象公共サービスに係る第７条第８項に規定する評価に関する事項（法法法法第第第第 14141414 条第２条第２条第２条第２

項第項第項第項第 11111111 号）号）号）号）    

 

（１）実施状況に関する調査の時期 

内閣総理大臣が行う評価の時期（平成２９年５月を予定）を踏まえ、本業務の実施状況については、

平成２９年３月３１日時点における状況を調査するものとする。 

 

（２）調査の方法 

研究所は、民間事業者が実施した本業務の内容について、その評価が的確に実施されるように、実

施状況等の調査を行うものとする 

 

（３）調査項目 

 

①本実施要項１.（２）.①において本業務の質として設定した項目 

 

②本実施要項１.（２）.②に示す従来の実施方法に本実施要項１.（３）での提案を反映し確定し

た本業務の履行状況（実施回数等） 

 

（４）実施状況等の提出 

研究所は、上記調査項目に関する内容を取りまとめた本業務の実施状況等について、（１）の評価
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を行うために平成２９年５月を目途に内閣総理大臣及び監理委員会へ提出するものとする。 

 

（５）評価委員会の意見聴取 

研究所は、本業務の実施状況等の提出にあたり、研究所に設置する本業務に関して利害関係を有し

ない外部有識者を含む評価委員会に報告を行い、意見を聴くものとする。 

 

 

11111111．．．．その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項（（（（法法法法第第第第 14141414 条第２項第条第２項第条第２項第条第２項第 11112222 号）号）号）号）    

 

（１）対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告 

研究所は、法第26条及び第27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都

度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。 

また、研究所は、本事業の各年度の実施状況等について、本実施要項10.に定める評価に資するた

め、年度ごとに取りまとめて監理委員会へ報告するとともに、公表することとする。 

 

（２）研究所の検査・監督体制 

 

①本契約に係る監督は、契約担当職が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方

法によって行うものとする。 

 

②本業務の実施状況に係る監督は、本実施要項８．（１）．３により行うこととする。 

 

（３）主な民間事業者の責務等 

 

①本業務に従事する者は、刑法（明治40年法律第45号）その他の罰則の適用については、法令に

より公務に従事する職員とみなされる。 

 

②法第 54 条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、１年

以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。 

 

③法第 55 条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるいは指示に

違反した者は、30万円以下の罰金に処される。 

 

④法第56条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し、法第 55 条の違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、

その法人又は人に対して同条の刑が科される。 

 

⑤会計検査について 

民間事業者は、一．公共サービスの内容が会計検査院法（昭和22年法律第73号）第22条に該

当するとき、又は二．同法第23条第１項第７号に規定する「事務若しくは本業務の受託者」に
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該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第 26 条により、会計検査院の

実地の検査を受けたり、同院から直接又は研究所を通じて、資料・報告等の提出を求められた

り質問を受けたりすることがある。 

 

 

 

別紙１････評価項目一覧表 

別紙２････従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 

別紙３････利用者アンケート 

別紙４････管理・運営業務に関する企画書（総合評価のための業務実施の具体的な方法、 

その質確保方法等を記載する書類）の様式例 

別紙５････業務仕様書 

別紙６････施設配置図 

別紙７････暴力団排除に関する誓約書 
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評価項目一覧表
（別紙１：評価項目一覧表　）

評価対象

大

項

目

分類 項番 評価項目 ①基礎点 ②加点

（1）

企業の代表責任者及び本業務の責任者が記載されている

か。

【様式１】 ○か× －

（2）

本業務を実施するにあたっての具体的な実施体制（責任

者の配置及び当研究所との連絡体制等）が明確に示され

ているか。業務フローは、当研究所の示す要件が満たさ

れているか。

【様式１】 ○か× －

（3）

本業務を遂行可能な人数が確保されているか。また、本業務

で必要とする法定資格者等が適切に配置されているか。（別紙

６のとおり）

【様式２】 ○か× －

（4）

本業務を実施するにあたって、人員の不足が生じた場合

の補助体制を確立しているか。

【様式２】 － 10点

（5）

当研究所が必要とする役務又はこれと類似する役務につい

て、過去３年間におけるサービス提供の実績を有する者である

か。

【様式３】 - 5点

２）業務の質の確

保について

（6）

本業務の実施全般に対する質の確保について適切に記載さ

れているか。

【様式４】 ○か× －

１）緊急時及び非

常時対応につい

ての考え方・体制

（7）

緊急時及び非常時の対応について、バックアップ体制、対応

方法、対応手順及び連絡先について具体的に記載されている

か。

【様式５】 ○か× －

２）業務の質の確

保について

（8）

本業務を実施するにあたって、業務従事者の業務遂行能

力の向上のために、社内教育及び研修等の実施体制及び

実施内容について明記しているか。

【様式４】 － 5点

（9） 顧客満足度の向上等に対する改善提案がされているか。 【様式６】 － 5点

（10）

顧客満足度の向上等に対する改善提案の内容は、質の向

上が図られており、その実施について具体的な方法、計

画が明記され体制が確保されているか。

【様式７】 － 10点

２）業務の質の確

保について

（11）

本業務を実施するにあたって、業務従事者の業務遂行能

力の向上のために、社内教育及び研修等の実施体制及び

実施内容について明記しているか。

【様式４】 － 5点

（12） 顧客満足度の向上等に対する改善提案がされているか。 【様式６】 － 5点

３）業務を実施す

るにあたっての改

善提案

（13）

顧客満足度の向上等に対する改善提案の内容は、質の向

上が図られており、その実施について具体的な方法、計

画が明記され体制が確保されているか。

【様式６】

【様式７】

－ 5点

２）業務の質の確

保について

（14）

本業務を実施するにあたって、業務従事者の業務遂行能

力の向上のために、社内教育及び研修等の実施体制及び

実施内容について明記しているか。

【様式４】 － 5点

（15） 顧客満足度の向上等に対する改善提案がされているか。 【様式６】 － 5点

（16）

顧客満足度の向上等に対する改善提案の内容は、質の向

上が図られており、その実施について具体的な方法、計

画が明記され体制が確保されているか。

【様式６】

【様式７】

－ 5点

100点 65点満点合　　　　　計合　　　　　計合　　　　　計合　　　　　計

３．研究協力センター運営管理業務に関する提案等について

２．緊急時の対応について

５．地質標本館運営管理業務に関する提案等について

提案書審査における評価項目

配点区分

（※重要度に応じて定める）

得点

１．実施体制及び業務の質の確保について

４．サイエンス・スクエアつくば維持管理業務に関する提案等について

１）業務の実施体

制について

３）業務を実施す

るにあたっての改

善提案

３）業務を実施す

るにあたっての改

善提案
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（別紙２－１：経費）

従来の実施状況に関する情報の開示

1 従来の実施に要した経費 (単位：千円)

常勤職員

非常勤職員

物件費

委託費定額部分

（研究協力セン

ター）

委託費定額部分

（サイエンス・ス

クエアつくば）

委託費定額部分

（地質標本館）

成果報酬等

旅費その他

計(a)

減価償却費

退職給付費用

間接部門費

(a)+(b)

(注記事項)

１．　委託費の内訳は、別紙のとおり。

２．　民間事業者が業務を実施するために必要な経費は、全て上記に含まれている。

３．　外部委託を実施している事業の成果報酬等の支払い条件はない。

４．　委託費の主な増減理由は以下のとおり。

・　サイエンススクエアつくば（平成２３年度）　本来の金額（12,600千円）から震災による休館分を減額

　　　　　　　　　〃　　　　　　　（平成２４年度）　本来の金額（12,600千円）から改修工事による休館分を減額

・　研究協力センター及び地質標本館の減額については、入札の結果によるもの。

99,613 99,934 100,065

参

考

値

(

b

)

99,613 99,934 100,065

平成23年度 平成24年度 平成25年度

人件費

委託費等

76,646 76,650 76,650

11,075 10,815 10,815

12,469 12,60011,892
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（別紙２－２：人員）

２ 従来の実施に要した人員 （単位：人）

（業務従事者に求められる知識・経験等）

従来、業務従事者に求められている知識・経験等は以下のとおり（平成２５年度）。

①．研究協力センター運営管理業務

②．サイエンス・スクエアつくば運営管理業務

　　　　　　　

③．地質標本館運営管理業務

　　　　　　　

（業務の繁閑の状況とその対応）　

　各業務ことの月別の業務実績については、６．「業務別利用実績者数等」のとおり。

（注記事項）

　　平日　日勤　8:30～17:30

　　平日　夜勤　17:30～8:30

　　土日祝祭日年末年始　日勤　8:30～17:30

　　土日祝祭日年末年始　夜勤　17:30～8:30

　　受付、展示案内業務従事者

　　受付管理業務従事者

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

常勤職員 0 0 0

非常勤職員 0 0 0

１．管理責任者３年以上の経験者で英検２級以上、若しくはそれ相当以上の語学力をもち、英語によるフロント業務に習熟している

管理主任者をさくら館に1名配置する。

２．フロント主任者は管理責任者３年以上の経験者で英検２級以上、若しくはそれ相当以上の語学力をもち、英語によるフロント業

務に習熟している者をさくら館及びけやき館にそれぞれ1名配置する。

３．フロント業務要員は英語によるフロント業務を円滑に遂行できる者をさくら館に1名配置する。

４．平日夜間（17：30-08：30）及び土曜日曜祝日の昼間（08：30-17：30）については、フロント業務要員以上の者をさくら館に2名、け

やき館に1名配置する。

５．客室整備業務主任1名及び必要な客室整備業務要員を配置する。客室整備業務主任及び客室整備業務要員はベッドメーキン

グ業務の経験を有する者とする。

６．清掃業務主任１名及び必要な清掃要員を配置する。清掃業務主任はビルクリーニング技能士３年以上の経験者、若しくは清掃

業務３年以上の経験者とする。

１．受付、展示案内業務従事者は、英検２級相当の英会話の能力を有し、日本語及び英語による案内、展示品解説及びデモ操作

ができること。また、類似業務についての経験があること。

１．外国人来館者（H２５年度約１１００人）への対応として、日常的な英会話ができること。

２．OA機器、展示施設の点検を行うためのOA機器操作等の経験を有すること。

「サイエンス・スクエアつくば」における繁忙期等については以下のとおり。

　・繁忙期は、土曜、日曜、祝日、春休み、夏休み等。そのうち夏休み期間中については、１名増員し３名体制で対応することとして

いる。

「地質標本館」では、月単位の繁忙期はあるものの、業務内容に展示解説が含まれていないため影響は限定的で軽微である。

なお、来館者の繁忙閑散の概要は次のとおり。

　・７月８月は繁忙期で、年間来館人数の約40％相当の来館があり、閑散期は、12月～2月で、各月で通常月の半分（3～4％程度）

の来館数になっている。

２．OA機器、展示施設の点検を行うためのOA機器操作等の経験を有すること。

3 3

（１）　過去における業務従事者数

人員

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

①．研究協力センター運営管理業務

②．サイエンス・スクエアつくば運営管理業務

3 3 3

21 21 21

3 3 3

3

2　※ 2　※ 2　※

※　夏休み期間中は３名

③．地質標本館運営管理業務

2 2 2
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（別紙２－３：施設及び設備）

３ 従来の実施に要した施設及び設備

業務名称 無償貸与施設 無償対象設備等

第一事業所外周けやき館01110-1フロント事務室

第一事業所外周さくら館01130-1清掃員控室

第一事業所外周さくら館01130-2客室整備員控室

第一事業所外周さくら館01140フロント事務室

②．サイエンス・スクエアつく

ば運営管理業務

第一事業所中央本館A棟01114、01115室、01112-2、01113、01Ｌ08-1

机、椅子、パソコン、プリンタ、電話

機、キャビネット　等

③．地質標本館運営管理業

務

地質標本館7－2  1128号室

机、椅子、冷蔵庫、パソコン、金

庫、レジスター、電話機　等

（注記事項）

・受付業務については、制服、名札などを受託者が用意する。

①．研究協力センター運営

管理業務

机、椅子、脇机、テレビ、電話機、

冷蔵庫、パソコン、プリンタ等
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（別紙２－４：目的の達成の程度）

４ 従来の実施における目的の達成の程度

目標 実績 目標 実績 目標 実績

管理・運営業務の不備に起因

して業務継続の確保ができな

かった回数

－ ０回 ０回 ０回 ０回 ０回

管理・運営業務の不備に起因

した当該施設内での人身事故

（及び物損事故）の発生回数

－ ０回 ０回 ０回 ０回 ０回

目標 実績 目標 実績 目標 実績

1.共用部施設の清掃は行き届いてい

ましたか。

－ － 90 97.6% 90 98.4%

2.宿泊室の清掃は行き届いていまし

たか。

－ － 90 97.1% 90 97.8%

3.トイレ、浴室、洗面所は清掃が行き

届いており衛生的であると感じました

か。

－ － 90 96.4% 90 96.8%

4.宿泊室に設置すべき消耗品等は適

切に整備されていましたか。

－ － 90 94.3% 90 93.9%

5.フロントの対応はいかがでしたか。 － － 90 95.8% 90 98.6%

1.共用部施設の清掃は行き届いてい

ましたか。

－ － 85 100% 85 100.0%

2.宿泊室の清掃は行き届いていまし

たか。

－ － 85 100% 85 100.0%

3.トイレ、浴室、洗面所は清掃が行き

届いており衛生的であると感じました

か。

－ － 85 100% 85 97.6%

4.宿泊室に設置すべき消耗品等は適

切に整備されていましたか。

－ － 85 97.7% 85 95.2%

5.フロントの対応はいかがでしたか。 － － 85 100% 85 100.0%

　1.「説明員の対応」の満足度 － － 90% 94.3% 90% 96.2%

　2.「説明員の説明」の満足度 － － 90% 90.2% 90% 96.4%

　3.全体の満足 － － 90% 96.2% 90% 94.1%

　1.「清掃」の満足度 － － 90% 98.0% 90% 93.0%

　2.「受付の対応」の満足度 － － 90% 99.0% 90% 94.0%

　3.全体の満足 － － 90% 98.0% 90% 93.0%

平成２３年度 平成２５年度

（１）管理運営業務における事故等について（１）管理運営業務における事故等について（１）管理運営業務における事故等について（１）管理運営業務における事故等について

（注意事項）

・施設利用者に対する利用満足度調査については、平成２４年度より実施。

平成２４年度

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

③地質標本館運営管理業務③地質標本館運営管理業務③地質標本館運営管理業務③地質標本館運営管理業務

②サイエンス･スクエアつくば運営管理業務②サイエンス･スクエアつくば運営管理業務②サイエンス･スクエアつくば運営管理業務②サイエンス･スクエアつくば運営管理業務

①研究協力センター運営管理業務（さくら館）①研究協力センター運営管理業務（さくら館）①研究協力センター運営管理業務（さくら館）①研究協力センター運営管理業務（さくら館）

①研究協力センター運営管理業務（けやき館）①研究協力センター運営管理業務（けやき館）①研究協力センター運営管理業務（けやき館）①研究協力センター運営管理業務（けやき館）

（２）施設利用者に対する利用満足度調査の結果（平成２４年度及び平成２５年度集計分）（２）施設利用者に対する利用満足度調査の結果（平成２４年度及び平成２５年度集計分）（２）施設利用者に対する利用満足度調査の結果（平成２４年度及び平成２５年度集計分）（２）施設利用者に対する利用満足度調査の結果（平成２４年度及び平成２５年度集計分）
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（別紙２－５：従来の実施方法）

　　５　従来の実施方法等

１．従来の実施方法（業務フロー図等）

（１）研究所の指揮命令体制

研究協力センター運営管理業務

①研究協力センター運営管理業務

②サイエンス・スクエアつくば運営管理業務

③地質標本館運営管理業務

サイエンス・スクエアつくば運営管理業務

地質標本館運営管理業務

（２）産業技術総合研究所の組織図

　７．「産業技術総合研究所組織図」のとおり。

２．経費及び人員の増減について

（１）繁閑の変動について

３．事業の目的を達成する観点から重視している事項について

（１）休日の体制について

（注記事項）

「地質標本館で」では、研究成果の普及を目的として、多くの来場者を見込むことができる土曜日、日曜日及び祝日（年末年始の１２月２９日から

１月３日を除く）の開館を行っている。

「地質標本館」では、月単位の繁忙期はあるも、業務内容に展示解説が含まれていないので影響は限定的で軽微。来館者の繁忙閑散の概要は

次のとおり。

・7月から8月は繁忙期で、年間来館人数の約40％相当の来館数になっている。

・12月～2月は閑散期で、各月で通常月の半分（3～4％程度）の来館数になっている。

「サイエンス・スクエアつくば」では、月単位の繁忙があり、業務内容に展示解説が含まれているので影響は大きい。来場者の繁忙閑散の概要は

次のとおり。

・7月8月は繁忙期で、年間来場者数の約40％相当の来場者数になっている。

・12月～2月は閑散期で、各月で通常月の半分（3～4％程度）の来場者数になっている。

「研究協力センター「さくら館」」では、年間をとおしてほぼ繁忙閑散は見受けられない。しいて言えば２～９月位が若干利用率が低い。

「けやき館」では、３月下旬に退去、４月上旬に入居が圧倒的（約７～８割）に多い。

「研究協力センター」では、産総研の研修施設であるとともに、産総研との共同研究等のために来訪する国内外の研究者、地域センター職員等

のつくば出張時の宿泊施設でもあるため、夜間、休日等においても受付等の業務を行う。

「サイエンス・スクエアつくば」では、研究所の活動の理解促進を図るため、多くの来場者を見込むことができる土曜日、日曜日及び祝日（年末年

始の１２月２９日から１月３日を除く）の開館を行っている。

科学・技術コミュニケーション室長

企画運営グループ長

第一研究業務推進室チーム長

(業務推進担当)

管 理 監 広 報 部 長

地質標本館長

第一研究業務推進室長
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（別紙２－６：業務別利用実績）

６ 業務別利用実績者数等

①研究協力センター運営管理業務①研究協力センター運営管理業務①研究協力センター運営管理業務①研究協力センター運営管理業務

「さくら館(全140室)」月別利用室数及び稼動率

平成２４年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

月別利用室数

（延べ）

1,515 1,218 1,706 2,642 2,470 2,319 2,935 3,061 1,988 2,259 2,584 1,874 26,571

月別稼動率 36.1 28.1 40.6 60.9 56.9 55.2 67.6 72.9 45.8 52.1 65.9 43.2 52.0

平成２５年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

月別利用室数

（延べ）

2,332 1,620 2,201 2,927 2,286 2,370 2,482 2,662 1,892 2,526 2,511 1,564 27,373

月別稼動率 55.5 37.3 52.4 67.4 52.7 56.4 57.2 63.4 43.6 58.2 64.1 36.0 53.6

「けやき館（全60室）」月別利用室数及び稼動率

平成２４年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

月別利用室数

（延べ）

1,180 1,581 1,560 1,634 1,584 1,502 1,653 1,640 1,637 1,583 1,400 1,291 18,245

月別稼動率 65.6 85.0 86.7 87.8 85.2 83.4 88.9 91.1 88.0 85.1 83.3 69.4 83.3

平成２５年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

月別利用室数

（延べ）

1,088 1,317 1,347 1,345 1,337 1,394 1,455 1,470 1,542 1,572 1,398 1,413 16,678

月別稼動率 60.4 70.8 74.8 72.3 71.9 77.4 78.2 81.7 82.9 84.5 83.2 76.0 76.2

②サイエンス・スクエアつくば運営管理業務②サイエンス・スクエアつくば運営管理業務②サイエンス・スクエアつくば運営管理業務②サイエンス・スクエアつくば運営管理業務

「サイエンス・スクエア つくば」　月別来場者数（平成２４年度）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

来場者数 3,567 3,369 2,301 6,234 9,945 2,720 2,460 3,151 1,849 1,735 2,097 2,942 42,370

「サイエンス・スクエア つくば」　月別来場者数（平成２５年度）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

来場者数 3,088 3,827 2,438 6,939 10,525 3,065 3,341 3,775 1,930 1,307 1,597 2,656 44,488

③地質標本館運営管理業務③地質標本館運営管理業務③地質標本館運営管理業務③地質標本館運営管理業務

「地質標本館」　月別来館者数（平成２４年度）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

国内 3,045 3,205 2,812 6,175 9,251 2,370 3,075 2,956 1,603 1,178 2,153 2,419 40,242

外国 49 20 26 152 20 10 91 96 57 46 67 34 668

計 3,094 3,225 2,838 6,327 9,271 2,380 3,166 3,052 1,660 1,224 2,220 2,453 40,910

「地質標本館」　月別来館者数（平成２５年度）

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

国内 2,791 2,977 1,241 5,857 9,507 2,612 2,955 3,633 1,511 1,140 1,344 2,086 37,654

外国 32 23 39 50 56 51 44 77 51 55 25 72 575

計 2,823 3,000 1,280 5,907 9,563 2,663 2,999 3,710 1,562 1,195 1,369 2,158 38,229

32



（別紙２－７：産業技術総合研究所組織図）
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施設環境に関するアンケート施設環境に関するアンケート施設環境に関するアンケート施設環境に関するアンケート    

 

さくら館をご利用の皆様へ 

 

産業技術総合研究所における施設環境をより良いものにするための参考とさ

せて頂きますので、アンケートにご協力下さい。 

 

①共用部施設の清掃は行き届いていましたか。 

 

□満足    □やや満足   □やや不満足   □不満足 

 

②宿泊室の清掃は行き届いていましたか。 

 

□満足    □やや満足   □やや不満足   □不満足 

 

③トイレ、浴室、洗面所は清掃が行き届いており衛生的であると感じましたか。 

 

□満足    □やや満足   □やや不満足   □不満足 

 

④宿泊室に設置すべき消耗品等（スタンド、トイレットペーパー、スリッパ等）

は適切に整備されていましたか。 

 

□満足    □やや満足   □やや不満足   □不満足 

 

⑤フロントの対応はいかがでしたか。 

 

□満足    □やや満足   □やや不満足   □不満足 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

●その他、お気づきの点やご意見がございましたら記入して下さい。 

 

別紙３ 
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施設環境に関するアンケート施設環境に関するアンケート施設環境に関するアンケート施設環境に関するアンケート    

 

けやき館をご利用の皆様へ 

 

産業技術総合研究所における施設環境をより良いものにするための参考とさ

せて頂きますので、アンケートにご協力下さい。 

 

①共用部施設の清掃は行き届いていましたか。 

 

□満足    □やや満足   □やや不満足   □不満足 

 

②宿泊室の清掃は行き届いていましたか。 

 

□満足    □やや満足   □やや不満足   □不満足 

 

③トイレ、浴室、洗面所は清掃が行き届いており衛生的であると感じましたか。 

 

□満足    □やや満足   □やや不満足   □不満足 

 

④宿泊室に設置すべき消耗品等（スタンド、電気湯沸かしポット、リネン類等）

は適切に整備されていましたか。 

 

□満足    □やや満足   □やや不満足   □不満足 

 

⑤フロントの対応はいかがでしたか。 

 

□満足    □やや満足   □やや不満足   □不満足 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

●その他、お気づきの点やご意見がございましたら記入して下さい。 
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見学環境に関するアンケート見学環境に関するアンケート見学環境に関するアンケート見学環境に関するアンケート    

 

「サイエンス・スクエア つくば」における見学環境をより良いものにするため

の参考とさせていただきますので、アンケートにご協力願います。 

 

①説明員の対応はいかがでしたか？ 

 

□満足    □やや満足   □やや不満   □不満 

 

②説明員の説明は分かりやすかったでしょうか？ 

 

□満足    □やや満足   □やや不満   □不満 

 

③上記①～②を含めて全体的な感想はいかがでしたか？ 

 

□満足    □やや満足   □やや不満   □不満 

 

 

●その他、お気づきの点やご意見がございましたら記入して下さい（空調、照明、音

響等）。 

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                             

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 

 

産業技術総合研究所 広報部 
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見学環境に関するアンケート見学環境に関するアンケート見学環境に関するアンケート見学環境に関するアンケート    

 

地質標本館における見学環境をより良いものにするための参考とさせて頂きますので、ア

ンケートにご協力下さい。 

なお、アンケートは、高校生以上の方を対象とさせていただきます。 

 

 

① 展示物、展示室、トイレ、洗面所及び通路の清掃は行き届いていましたか。 

  

  □満足    □やや満足     □やや不満足    □不満足 

 

② 受付の対応はいかがでしたか。 

 

  □満足    □やや満足     □やや不満足    □不満足 

 

③ 上記①～②を含めて、全体的な感想はいかがでしたか。 

 

□満足    □やや満足     □やや不満足    □不満足 

 

●その他、お気づきの点やご意見がございましたら記入して下さい。 

 

                                                                    

                                       

                                       

 

アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。 
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企画書の例 （別紙４/様式１）

１）企業の代表責任者、本業務責任者等

「産業技術総合研究所つくばセンター」の施設管理等業務「産業技術総合研究所つくばセンター」の施設管理等業務「産業技術総合研究所つくばセンター」の施設管理等業務「産業技術総合研究所つくばセンター」の施設管理等業務

〔研究協力センター運営管理業務〕、〔研究協力センター運営管理業務〕、〔研究協力センター運営管理業務〕、〔研究協力センター運営管理業務〕、

ア．入札参加者の代表責任者、本業務の責任者を記載する。

イ．本業務を実施するにあたっての具体的な実施体制（責任者の配置及び当研究所との連絡体制

等）を記載する。

　その際、業務フローも合わせて記載すること。

なお、入札参加グループで参加する場合は、様式１に入札参加グループ員の一覧、入札参加グ

ループの代表事業者、入札参加グループ員の代表責任者及び各業務の担当者を記載すること。

入札参加グループ結成に関する協定書又はこれに類する書類を添付すること。

ア．入札参加者の代表責任者、本業務の責任者について

イ．本業務を実施するにあたっての具体的な実施体制（責任者の配置及び当研究所との連絡体制等）等

について

〔サイエンス･スクエアつくば運営管理業務〕及び〔サイエンス･スクエアつくば運営管理業務〕及び〔サイエンス･スクエアつくば運営管理業務〕及び〔サイエンス･スクエアつくば運営管理業務〕及び

〔地質標本館運営管理業務〕〔地質標本館運営管理業務〕〔地質標本館運営管理業務〕〔地質標本館運営管理業務〕
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企画書の例 （別紙４/様式２）

２）本業務の業務従事者等の配置

ア．本業務を実施するにあたっての業務従事者等の配置について

ア．本業務を実施するにあたって、業務従事者等の配置を記載すること。

イ．本業務を実施するにあたって、人員の不足が生じた際の補助体制を記載すること。

イ．本業務を実施するにあたって、人員の不足が生じた際の補助体制について
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企画書の例 （別紙４/様式３）

３）業務実績

請負金額等

請負金額等

請負金額等

請負金額等

請負金額等

ア．当研究所が必要とする役務又はこれと類似する役務について、過去３年間におけるサービス提供の

実績

施設規模

施設規模

・展示施設延べ床面積　○○○㎡

・年間入場者数　　○○○○○人

・常駐人数　　　　　　　　○人

　等

展示施設の記載例）

　○○大学資料展示館運営業務 ○○大学

平成２２年１月から

平成２５年１２月まで

(４年間）

年間　○○○万円

施設規模

・宿泊室数　　　○○室

・最大宿泊人数　○○人

・建物数　　　　　○棟

・常駐人数　　　　○人　等
○○大学

平成２０年８月から現

在まで

（約６年間）

宿泊施設等の記載例）

　○○大学研修者宿泊施設運営業務

年間　○○○万円

業務名 発注者 時期 業務内容

＜記載例＞

　・発注者の具体名が記載できない場合は、「(株)A社」、「B大学」等で可

　・時期については、以下の記載例を参考にすること。過去３年間が一部含まれる場合でも可。

　　例１：平成２０年８月から現在まで　　（約６年間）

　　例２：平成２２年１月から平成２５年１２月まで　(４年間）

　・「研究協力センター運営管理業務」の実施者は、客室100室以上、建屋延面積10,000㎡以上

　　の契約実績があること。

　・実施規模の記載例について、それぞれの業務ごとに施設規模等を記載すること。

※　サイエンス･スクエアつくば運営管理業務及び地質標本館運営管理業務に関する実績の場合は、

　　当該施設のパンフレット等があれば添付してください。

※　実績を証明する資料（契約書、見積書、価格表又は価格証明書等の写し）を添付してください。

※　必要に応じ行を追加すること。

施設規模

施設規模
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企画書の例 （別紙４/様式４）

４）業務の質の確保に対する考え方

ア．本業務の実施全般に対する質の確保についての考え方について

・業務の質の確保に関する考え方について、具体的かつ簡潔にまとめること。

ア．本業務の実施全般に対する質の確保についての考え方について記載すること。

イ．本業務を実施するにあって、業務従事者の業務遂行能力の向上のために、社内教育及び研修等の実

施体制及び実施内容について記載すること。

（※イ．については「研究協力センター運営管理業務」、「サイエンス･スクエアつくば運営管理業務」及び「地質標本館

運営管理業務」毎に記載すること。）

イ．本業務を実施するにあって、業務従事者の業務遂行能力の向上のために、社内教育及び研修等の実

施体制及び実施内容について
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企画書の例 （別紙４/様式５）

５）緊急時の体制及び対応方法

ア．緊急時及び非常時の対応について、バックアップ体制、対応方法、対応手順及び連絡先について

ア．緊急時（本業務の実施にあたり想定していたとおりの業務を実施することが困難になる未知の事故・

事象が生じた場合）及び非常時の対応について、バックアップ体制、対応方法、対応手順及び連絡先につ

いて具体的に記載すること。
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企画書の例 （別紙４/様式６）

６）改善提案総括表

有 無

有 無

有 無

　※　必要に応じ行を追加すること。

②サイエンス･スクエアつくば運営管理業務

例:来場者数（特にリピーター）を増やすための工夫、子供にも分かりやすく展示

物の説明をする工夫　等

提案の有無

ア．従来の実施方法に対し、改善提案を行う場合は、改善を行う業務の項目と提案の概略を整理し記載

するすること。

　なお、下記に改善提案のない業務項目については、産業技術総合研究所が提示する最低水準として

従来の実施方法に基づいて業務を行うものとする。

業務項目

※既存の仕様書類

に定める項目を明記

提案の概略

提案の有無①研究協力センター運営管理業務

③地質標本館運営管理業務

地質情報を用いた有料領布品の開発・制作及び展示販売方法、運営管理業務一体によ

る顧客への案内及び対応による見学環境整備、来館者（リピーターを含む）増への対応、

展示物の維持管理方法　等）

提案の有無
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企画書の例 （別紙４/様式７）

７）本業務の従来の実施方法に対する改善提案

ア．改善提案を行う業務について

イ．改善提案を行う理由について

ウ．改善提案の内容について

エ．改善提案による質の向上効果又は経費の削減効果について

オ．改善提案の実施方法について

カ．改善提案の実施体制について

・様式６に記載した改善提案について、以下の項目毎に具体的な提案を記載すること。

　ア．改善提案を行う業務について

　イ．改善提案を行う理由について

　ウ．改善提案の内容について

　エ．改善提案による質の向上効果又は経費の削減効果（あるいはその両方）について

　オ．改善提案の実施方法について

　カ．実施体制について

業務項目名 ※様式６に記載した業務項目名を記載すること。
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別紙５－１：業務仕様書 

 

研究協力センター運営管理業務仕様書 

 

Ⅰ．総 則 

研究協力センターは、独立行政法人産業技術総合研究所（以下「研究所」という。）の研修施

設、国内外からの共同研究者及び研究所地域センターからの出張者等の宿泊施設であり、「さく

ら館」は主に短期滞在型の研修及び宿泊施設であり、１３８室の宿泊室がある。「けやき館」は

主に長期滞在型の宿泊施設であり６０室の宿泊室がある。 

研究協力センター運営管理業務（以下「本業務」という。）は、フロント業務、客室整備業務

及び清掃業務を総合的に運営管理するものである。 

 

１．業務の場所 

本業務の場所は、研究所つくばセンター内の「産業技術総合研究所研究協力センター」

（以下「研究協力センター」という。）とする。研究協力センターとは、【別紙１、２】

の地図に記載の施設をいう。 

研究協力センターに所在する施設の名称等は以下のとおりである。研究協力センター内

の建物及びその周辺敷地並びにこれらに付属する設備は全て本業務の対象とする。 

（１）研究協力センター：さくら館(Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟) 茨城県つくば市東１丁目１番地１ 

（建屋面積：４，８５５．９７㎡、延床面積：１１，２１８．４３㎡ 敷地面積：１８，０２８㎡） 

 

（２）研究協力センター：けやき館 茨城県つくば市東１丁目１番地１ 

（建屋面積：１,７２３．５３㎡、延床面積：３,１６５．２５㎡ 敷地面積：６，０８０㎡） 

 

２．業務の範囲 

民間事業者は、本業務において研究所が定めるつくば中央第一事業所第一研究業務推進

室に所属する監督職員（以下「監督職員」という。）と連絡を密にし、本業務に万全を期

するものとする。 

本業務の範囲は、以下のとおりとする。 

（１）研究協力センターにおける調整業務 

 

（２）フロント業務 

 

（３）客室整備業務 

 

（４）清掃業務 

 

Ⅱ．業務内容 

１．研究協力センターにおける調整業務 

フロント業務、客室整備業務、清掃業務の各担当者及び監督職員と密接な連携を保持し、

業務を円滑に行うものとする。 

（１）調整業務 
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①業務に係る全従業員の調整を行う。 

 

②業務によって生じるすべての事務処理を行う。 

 

③管理業務上の問題点等に関する意見があれば管理業務責任者を通じて監督職員に具

申する。 

 

④防災・盗難等の安全管理に万全な対策を講じ、本業務開始前までに「緊急連絡体制」

を研究所、民間事業者協議のうえ作成し､震災、火災等の災害発生時は、関係機関等

に直ちに報告及び連絡を行う。 

 

⑤フロント業務を行う者に制服を着用させ、全従業員に名札を装着させる。 

 

⑥建物等に付随する設備の点検に対して、館内周知、鍵の貸出、必要に応じて立会等

を行う。 

 

⑦本業務を実施するにあたり必要な業務要員等を適切に配置する。 

 

（２）業務報告 

①年間業務計画書 

 民間事業者は、本業務を行うにあたり、各年度の事業開始日の 7 日前までに、業務

計画書を作成し管理業務責任者を通じて監督職員に提出する。 

 

②業務報告書 

（ア）民間事業者は「業務日報」【別紙３】、業務月報及び年間総括報告書を、本実

施要項で定める期日までに、管理業務責任者を通じて監督職員に提出する。 

（イ）報告の結果、改善の必要があると認められる場合は、研究所は民間事業者に対

し改善処置を指示することができる。 

 

（３）要員配置 

本業務を遂行するため、管理業務責任者を配置する。 

管理業務責任者は、運営管理業務全般につき、専門的知識と経験を持ち、各業務

要員等へ的確な業務指示を与えることのできる者とする。 

 

２．フロント業務 

本業務の実施にあたっては、監督職員と密接な連携を保持し、宿泊者、来訪者等へのサー

ビスの適切な提供とともに、本業務を円滑に行うものとする。 

（１）フロント業務 

①一般受付業務 

（ア）来訪者の対応、案内 

   来訪者は、物品等の納入、修理及びメンテナンスを行う研究所以外の外部関

係者、工事業者、宿泊客への面会者等が想定される。 
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（イ）来訪者名簿の作成 

受付に来訪者名簿を置き、来訪者に必ず記入を依頼すること。（来訪者名簿

には「来訪日時」、「氏名」、「目的」及び「訪問先」の記入欄のあるもの

を準備すること。） 

（ウ）来訪者用名札の交付 

来訪者に対し、来訪者用名札を交付し、着用させる。 

（エ）不審者の発見、対処、報告、その他必要な処理 

（オ）宿泊者・出入業者等が行う搬出入の監視 

（カ）電話の対応、取次（原則として８時３０分から２３時００分までの間） 

（キ）郵便物の仕分け、保管、配布及び宅配便の受付、発送 

（ク）貸出業務（自転車、傘、アイロン、掃除機、LAN ケーブル、炊事用具）（ケ）

拾得物の管理 

（コ）複写機等の管理 

（サ）各種イベント・生活情報の提供 

（シ）公衆電話機のトラブル処理 

 

②宿泊者入退館業務 

（ア）宿泊・顧客管理システムを利用した予約管理 

（イ）宿泊者名簿及び宿泊室状況表の作成、整理報告 

（ウ）館則、施設利用の説明 

（エ）施設利用案内図、安全の手引等の提示 

（オ）宿泊者等の問い合わせ事項に対する情報提供 

（カ）退館事務手続き（チェックアウト、退館完了確認） 

（キ）宿泊料金等の徴収・保管及び現金出納簿への記帳 

（ク）電話料金課金システムによる、宿泊室で使用した電話料金の徴収業務（短期

利用者は退去前までに、長期利用者は１ケ月単位で徴収） 

（ケ）空室情報を産総研ホームページに定期的に提供（さくら館のみ） 

 

③宿泊者滞在中の業務 

（ア）各客室鍵は、外出時はフロントが預かるものとし（さくら館のみ）、原則と

して宿泊者以外の者には渡してはならない。けやき館に於いては、宿泊者個

人で鍵の管理を行う。 

（イ）来訪者及び電話等によるメッセージの確実な処理 

（ウ）宿泊者との面会者の受付 

（エ）館内放送業務 

（オ）研修担当部署から宿泊者に対するメッセージの伝達 

（カ）貴重品等管理の周知の徹底 

宿泊者に対し、貴重品については各自の責任のもとで管理をするよう注意喚

起を行う。また、ネックレス、指輪などの貴金属類については、鍵の付いた

トランクやカバンに保管するよう盗難防止につき注意を喚起し周知徹底を図

る。 

（キ）メールボックスの管理（けやき館のみ） 
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メールボックスの鍵の管理、受付、開閉業務は厳重に行う。 

（ク）居室内機器のトラブル受付及び対処 

（ケ）外泊届の受付 

 

④料金管理及び報告等の提出 

（ア）民間事業者は、研究所の宿泊料金等の管理に対応した、収納済み宿泊料金等

の合計金額等を、「業務日報」【別紙３】に記載し、月々の「売上日計表」

【別紙４】により、管理業務責任者を通じて監督職員に報告する。また現金

出納簿に記載し、金融機関への入・出金等の記録が分かる補助簿等の記録を

残すこと。以上の各種金銭収支記録は、一定期間保管し研究所の求めにより

随時、提出できるようにする。 

（イ）民間事業者が管理する宿泊料金等の全てについて、民間事業者名義の宿泊料

金等の管理専用口座を開設し、預入れ時に発生する利子を含め全ては研究所

に帰属する。 

（ウ）民間事業者は研究所の宿泊料金等の収納について、１ヶ月分を「研究協力利

用雑費収入 報告書・内訳書」【別紙５】及び「利用収入に係る出納記録」

【別紙６】により、研究所への送金記録とともに報告する。また民間事業者

は専用口座に関する金融機関の出納・残高の証明書類を添付する。 

（エ）研究所は内容を検査後、確定金額を民間事業者に通知をする。それを受けて

民間事業者は研究所に対して所定の金額を振り込むこととする。なお、この

際に発生する送金手数料は、民間事業者の負担とする。 

 

⑤非常事態に対する対処 

（ア）火災発生時の場合 

ⅰ現場の状況の的確な把握 

ⅱ消防署への通報 

ⅲ宿泊者の安全避難のための誘導及び館内避難放送 

ⅳ防災センター及び監督職員への通報 

ⅴ消防車の到着後は、付近の警戒 

（イ）警報盤にアラームが発生した場合又は設備機器等に事故、その他の異常が発

生した場合は、直ちに監視盤室に連絡し、支援を求め指示を仰ぐこと。 

（ウ）病人等が発生した場合 

ⅰ監督職員及び診療所に連絡し、それらの指示に従い適切な措置をとること。（休

日、夜間等の場合で監督職員等に連絡が取れない場合は、状況によって直接消

防署へ救急車の出動要請等を行い事後報告すること）。 

ⅱ状況によっては消防署へ通報し、救急車の出動要請 

ⅲ救急車の出動要請をした場合、防災センターに連絡 

（エ）侵入の疑いのある者を発見した場合 

ⅰ防災センターに連絡し、警備員と協力して対処 

ⅱ確認のうえ必要な場合は、警察署へ通報 

ⅲ人相、着衣、年齢、身長、体格等の特徴を記録 

（オ）宿泊者同士のトラブルが発生した場合は、適切な対処をし、館内の秩序の維
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持を行う。 

 

 

⑥その他 

（ア）マスコミ等外部からの問い合わせがあった場合は、問い合わせ内容の要点を

聞き取り、直ちに監督職員に連絡する。 

（イ）館内での紛失、盗難、その他宿泊者又は来訪者からの苦情があった場合は、

直ちに管理業務責任者を経由して監督職員に連絡し、その指示を受けて事実

確認等を行う。盗難の訴え等警察に通報を要する場合は、相手の意思を確認

し適切に措置を行い、その処理結果を、管理業務責任者を通じて監督職員に

文書にて報告する。 

（ウ）常に省エネルギーを心がけ、玄関、ロビー、ラウンジ及び廊下等の点灯及び

消灯を実施する。 

 

（２）巡回業務 

①防火・防犯・不審者等の確認のため、毎日夜間は毎日２回以上、昼間は 1 回以上不

定期に巡回する。巡回ルート及び時間・方法等については別途研究所、民間事業者

が協議のうえ研究所が指示する。 

 

②巡回は上記①を主目的とするほか、建物内外の保全、美観の維持等においても留意

する。なお、夜間及び清掃業務の休日においては、必要に応じて下記の措置を講ず

る。 

（ア）フロント、玄関ホール、ロビー、ラウンジ等の整理整頓 

（イ）上記（ア）のほか、共用部における、灰皿、ダストボックス等のゴミの点検・

回収 

 

（３）福利厚生用備品等管理 

備品・器具の定期点検等保全管理を行う。損傷等異常備品・器具については、監督

職員に報告し、修理あるいは補充請求手続きを行う。 

 

（４）要員配置、サービス体制 

①フロント受付時間は２４時間とし、受付、宿泊手続き、各客室鍵の受け渡し（さく

ら館のみ）、電話取次業務のほか、来訪者の受付等を行う。 

 

②さくら館、けやき館にそれぞれフロント主任者を配置し、必要に応じてフロント業

務要員を配置するものとする。ただし、夜間（１７時３０分～翌朝８時３０分）及

び土日祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）についてはフロント主任者又

はフロント業務要員が配置されていればよいものとする。 

なお、フロント業務要員は、英語によるフロント業務を円滑に遂行できる者を配

置するものとする。フロント業務要員等（管理業務責任者を含む）のサービス体制

は、「フロント業務配置一覧」【別紙７】に定めるとおりとする。 
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３．客室整備業務 

客室整備業務は、客室寝具の交換（ベッドメーキング）、客室清掃等の客室整備業務を

行う。本業務の実施にあたっては、フロントと密接な連携を保持し、常に快適な客室づく

りに心がけて本業務を行うものとする。ただし、研究所が運営する一時預かり託児等保育

施設「プチ・チェリー」については客室整備業務の対象には含まないものとする。 

（１）客室整備業務 

①さくら館においては、宿泊者が滞在中は週 2 回リネン交換及び客室の清掃を行う。

また退去時にリネン交換及び客室の清掃を行う。 

《滞在中》 

（ア）リネン類の交換（シーツ、枕カバー、浴衣、フェイスタオル及びバスタオル

は交換しクリーニングする。ただし宿泊者から交換の要望がある場合には必

要に応じて対応する） 

（イ）ベッドメーキング 

（ウ）客室の寝具（毛布、ベッドパット）及び足拭きマットは必要に応じて交換（た

だし退去時は交換する） 

（エ）屑籠内のゴミの回収 

（オ）ジュータン清掃 

（カ）机及びテーブルの拭き清掃 

（キ）電話器のから拭き 

（ク）ドアの拭き清掃 

（ケ）鏡みがき 

（コ）窓台のから拭き 

（サ）窓ガラス内側の汚れ拭き 

（シ）什器備品類の清掃及び確認 

（ス）洗面台の清掃 

（セ）バスタブ清掃 

（ソ）トイレ清掃 

（タ）排水口清掃 

（チ）流し台清掃（ファミリールームのみ） 

（ツ）換気扇清掃（ファミリールームのみ） 

《退去時》 

滞在中に行う客室整備作業に加え、下記を行う。 

（テ）冷蔵庫（庫内洗浄、消毒を含む）清掃 

（ト）食器棚清掃（ファミリールームのみ） 

（ナ）ベランダ清掃（著しい汚れが生じた場合、必要に応じて） 

（ニ）壁面清掃（著しい汚れが生じた場合、必要に応じて） 

（ヌ）クローゼットの清掃 

（ネ）備え付け照明器具の清掃 

（ノ）客室手引書等のチェック 

（ハ）忘れ物のフロントへの報告 

 

②けやき館においては、宿泊者が滞在中の客室清掃回数は、シングルルームは月２回、
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ファミリールームは月１回とする。また宿泊開始時に交換用リネン１セットを備え

付けること。 

《滞在中》 

（ア）屑籠内のゴミの回収 

（イ）ジュータン清掃 

（ウ）床面清掃 

（エ）机及びテーブルの拭き清掃 

（オ）電話器のから拭き 

（カ）ドアの拭き清掃 

（キ）鏡みがき 

（ク）窓台のから拭き 

（ケ）窓ガラス内側の汚れ拭き 

（コ）什器備品類の清掃及び確認 

（サ）客室の寝具（毛布、ベッドパット）及び足拭きマットは必要に応じて交換（た

だし退去時は交換する）。 

（シ）洗面台の清掃 

（ス）バスタブ清掃 

（セ）トイレ清掃 

（ソ）排水口清掃 

（タ）流し台清掃 

（チ）換気扇清掃 

（ツ）ベランダ清掃（著しい汚れが生じた場合、必要に応じて清掃。ただし退去時

は清掃する） 

（テ）壁面清掃（著しい汚れが生じた場合、必要に応じて清掃。ただし退去時は清

掃する） 

（ト）洗濯機置場清掃 

《退去時》 

滞在中に行う客室整備作業に加え、下記を行う。 

（ナ）リネン類の交換（チェックアウト後はすべて交換しクリーニングする） 

（ニ）ベッドメーキング 

（ヌ）冷蔵庫（庫内洗浄、消毒を含む）清掃 

（ネ）備え付け照明器具の清掃 

（ノ）網戸清掃 

（ハ）客室手引書等のチェック 

（ヒ）食器棚清掃 

（フ）下駄箱清掃 

（ヘ）クローゼットの清掃 

（ホ）洗濯機置場清掃及び槽内洗浄（ファミリールームのみ） 

（マ）忘れ物のフロントへの報告 

 

（２）要員配置 

民間事業者は、本業務を遂行するため客室整備業務主任者１名及び必要な客室整備
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業務要員を配置するものとする。 

 

（３）業務実施上の留意事項 

客室整備業務の実施にあたっては、次に掲げる事項に留意し、宿泊者不在の時間帯

（原則９時３０分から１６時００分まで）の間に行う。 

①客室整備を行う場合は、フロント事務室備付けの「マスター鍵貸出記録簿」に所定

事項を記入し、鍵を一時預かり入室する。 

 

②客室整備作業を実施する場合は、入退室時間を記録する。 

 

③客室を利用している者が在室している場合は、在室者の了解を得て実施する。この

場合、事前に実施時間帯を宿泊者に通報して実施する。 

 

④客室を利用している者が不在の場合は、客室ドアを一斉に開放したまま行うのでは

なく、客室一室ごとに行い、完了した客室はその都度、鍵をかける。この場合、事

前に実施時間帯を宿泊者に通報して実施する。 

 

⑤宿泊者に対しては、日頃から客室内のテーブル、ベッド等の上には現金、貴重品、

貴金属類は置かないようフロント等と連携し、注意事項を客室内への掲示その他の

方法により周知徹底するものとする。 

 

⑥客室内清掃時に貴重品、貴金属類が見えるところにある場合は、フロント主任者に

報告し、宿泊者に対し注意喚起してもらう。 

 

⑦貴重品、貴金属類には触れない、移動させない。貴重品、貴金属類がある場合、乱

雑で清掃できない場合は、客室業務要員等はフロント主任者に連絡し、宿泊者在室

時に宿泊者の協力を得て行う。 

 

⑧ベッドの上に貴重品、貴金属類がある場合、シーツ交換はせず、交換シーツを置い

ておき宿泊者自らに行ってもらうか、若しくはメモを書き置きして宿泊者在室時に

宿泊者の協力を得て行う。 

 

⑨客室業務要員等は客室の出入りで不審者を発見した場合は、直ちに客室整備業務主

任者又はフロント主任者等を経由して監督職員に連絡し、その指示に従う。 

 

⑩客室の各材質の特性を充分検討のうえ、最適の清掃資機材を使用する。なお、清掃

等に必要とする作業機材、洗浄用洗剤等消耗品類は民間事業者の負担とする。 

 

（４）環境対策 

「つくば市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に従いゴミの分別収集を行い、

資源ゴミについては、定められた場所に保管し、資源のリサイクルに協力する。 
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（５）その他の業務 

①宿泊者が退去した客室は、速やかに清掃を実施する。 

 

②けやき館においては、浄水器のカートリッジの交換を適時行う。 

 

③客室で必要とする備え付け什器・備品及び消耗品等については、民間事業者の請求

をもとに研究所が用意し、民間事業者が交換する。 

 

４．清掃業務 

研究協力センターの清掃業務にあたっては、日常及び定期清掃を主たる任務とし、良好

な環境衛生の維持と建物内外の保全と美観の保持に努めること。またガラス清掃作業を含

む高所作業等については、労働安全衛生法等を遵守して安全管理の万全を期し、作業基準

を定めるとともに、本業務の実施にあたっては、監督職員と密接な連携を保持しつ、円滑

かつ完全に所定の業務を遂行するものとする。ただし、研究所が運営する一時預かり託児

等保育施設「プチ・チェリー」については、ガラス清掃及びジュータン清掃（年１回）の

み実施するものとする。 

（１）業務実施上の留意事項 

①研究協力センターの各材質の特性を充分検討のうえ、最適の清掃資機材を使用する。

なお、清掃に必要とする作業機材、洗浄用洗剤、塗布剤等消耗品類は民間事業者の

負担とする。 

 

②借用した鍵は慎重に取扱い、本業務を遂行するために必要な時間と場所に限って使

用する。 

 

③用水、電力の使用については、必要最小限にとどめ、節水、節電に協力し、特に照

明は作業終了次第、ただちに消灯する。 

 

④事業用廃棄物の減量化、生活環境の保全を図るため、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」及び「つくば市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に基づき、ゴ

ミの分別収集を行い資源ゴミについては定められた場所に保管し、資源のリサイク

ルに協力する。 

 

（２）要員配置、サービス体制 

①要員の配置 

民間事業者は、本業務を遂行するため清掃業務主任者１名及び必要な清掃業務要

員を配置するものとする。 

 

②サービス体制 

清掃業務要員は、下記により所定の場所等で従事するものとする。 

（ア）日常作業 

内構共用部分は、平日８時００分から１７時００分まで、内構専用部分は、平

日８時００分から１０時００分までの間に行うものとする。平日とは土曜日及び
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日曜日、祝祭日、年末年始の休日を除いた日とする。 

（イ）定期作業（月間１回） 

定期清掃は、原則として平日の８時００分から１７時００分までの間に行うも

のとする。時間内でできない箇所及び作業については、土曜日又は日曜日の８時

００分から１７時００分までの間に行う。 

（ウ）年間作業（年間１回） 

ガラス清掃及びジュータン清掃の期日については、研究所、民間事業者と協議

のうえ指示する。原則として平日の８時００分から１７時００分までの間に行う

ものとする。 

 

（３）作業範囲 

①内構部分（６，８７０．２０㎡） 

研究協力センターの共用部分並びに専用部分の床面、壁面及び扉、間仕切り等の

造作並びに机、テーブル、灰皿、紙屑入れ等の配置された什器備品を清掃作業対象

とする。 

 

②外構部分（１７，５２８．５㎡） 

玄関前、駐車場、駐輪場、渡り廊下等舗装部分及び中庭を清掃作業対象とする。 

 

③ガラス清掃（１，９２０．８３㎡） 

研究協力センターのガラスを清掃作業対象とする。 

 

④ジュータン清掃（８，３４２．９２㎡） 

研究協力センターのジュータンを清掃作業対象とする。 

 

（４）作業概要 

①内構共用部分（日常作業） 

作業箇所 作 業 要 領 

（ア）玄関ホール ・床の清掃をする。 

・汚れの多いときは水拭きをする。 

・紙屑入れの内容物を処理する。 

・入口扉の清掃をする。 

・金属部分の清掃をする。 

・マットを清掃する。 

・壁面の除塵をする。 

・スイッチ周りのスポット清掃をする。 

・新聞、雑誌等の整理、整頓をする。 

（イ）ロビー ・床の清掃をする。 

・汚れの多いときは水拭きをする。 

・紙屑入れの内容物を処理する。 

・扉の清掃をする。 

・金属部分の清掃をする。 
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・壁面の除塵をする。 

・スイッチ周りのスポット清掃をする。 

・新聞、雑誌等の整理、整頓をする。 

（ウ）廊下・階段 ・床の清掃をする。 

・汚れの多いときは水拭きをする。 

・手すりの清掃をする。 

・扉及びダムウエータードアの清掃をする。 

・金属部分の清掃をする。 

・壁面の除塵をする。 

・スイッチ周りのスポット清掃をする。 

（エ）各階トイレ ・床の清掃をする。 

・汚れの多いときは水拭きをする。 

・紙屑入れの内容物を処理する。 

・扉・間仕切・壁面を清掃する。 

・衛生陶器類を清掃する。 

・洗面台を清掃し、鏡を拭く。 

・金属部分の清掃をする。 

・トイレットペーパー・水石鹸を補給する。 

・汚物を搬出処理する。 

（オ）エレベーター ・床の清掃をする。 

・汚れの多いときは水拭きをする。 

・扉、壁面の部分拭きをする。 

・スイッチ周りのスポット清掃をする。 

（カ）中庭（坪庭） ・拾い掃きをする。 

・汚れの多いときは水洗いをする。 

・草木に水やりをする。 

・ガラスは水拭きをする。 

・扉の清掃をする。 

 

②内構専用部分（日常作業） 

作業箇所 作 業 要 領 
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（ア）研修室、講師控室、

談話室、食堂ホール、喫

煙室、その他 

・床及びタタミの清掃をする。 

・菷で埃をとる。（弾性床材、石材、タタミ）ただし、

汚れの多いときは水拭きする。 

・掃除機で吸塵する。（カーペット、ジュータン） 

・灰皿及び紙屑入れの内容物を処理する。 

・扉の清掃をする。 

・金属部分の清掃をする。 

・什器・備品の清掃をする。 

・窓台等の清掃をする。 

・ホワイトボード類の清掃をする。 

・机、テーブルの清掃をする。 

（イ）自炊室 ・床の清掃をする。 

・汚れの多いときは水拭きをする。 

・茶殻入れの清掃をする。 

・流し台と給湯器周辺の清掃をする。 

・扉の壁面の清掃をする。 

・金属部分の清掃をする。 

（ウ）洗濯室 ・床の清掃をする。 

・汚れの多いときは水拭きをする。 

・洗濯機周辺の清掃をする。 

・扉の壁面の清掃する。 

・金属部分の清掃をする。 

（エ）自動販売機等置

場 

 

・床の清掃をする。 

・汚れの多いときは水拭きをする。 

・自動販売機周辺の清掃をする。 

・冷水機の清掃をする。 

・給茶器茶殻入れの清掃をする。 

・空き缶、空き瓶等を分別収集する。                        

（オ）浴室・シャワー

ルーム 

・浴槽を適正洗剤で洗浄する。 

・水で洗剤を除去する。 

・洗い場の清掃をする。 

・戸・壁面を清掃する。 

・脱衣所の清掃をする。 

・紙屑入れの内容物を処理する。 

・金属部分の清掃をする。 

・忘れ物はフロントに報告する。 

 

③内構共用部分・内構専用部分（定期作業） 

作業箇所 材質 作 業 要 領 
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（ア）共用部分 

 ・玄関ホール 

 ・ロビー 

 ・階段、廊下 

 ・トイレ 

 ・エレベーター 

 ・その他 

（イ）専用部分 

・事務室、研修室、講

師控室、談話室、その

他 

・食堂ホール 

 ・和室 

 ・自炊室 

 ・洗濯室 

 ・自動販売機置場 

 ・浴室 

 ・喫煙室 

（ウ）客室部分 

 ・網戸洗浄 

硬質床材床 表面洗浄 

・菷で埃をとる。 

・適性洗剤で洗浄をする。 

・水拭きをして洗剤を除去する。 

弾性床 表面洗剤 

・菷で埃をとる。 

・適性洗剤で洗浄をする。 

・水拭き乾燥後適性ワックス剤を塗

布する。 

剥離洗剤 

・菷で埃をとる。 

・適性洗剤で洗浄をする。 

・水拭き乾燥後適性ワックス剤を塗

布する。 

タタミ 埃をとり適性洗剤で汚れをとる。 

金属部分 水雑巾で拭く。適性クリーナーで汚

れをとり、乾布等で拭く。 

 タイル分 適性洗剤で洗浄をする。水拭きを

して洗剤を除去する。 

ジュータン分 掃除機で吸塵する。適正洗剤でし

み取り作業を行う。 

 

④外構部分（日常作業） 

作業箇所 作 業 要 領  

（ア）バルコニー ・適宜、拾い掃き掃除をする。 

・排水口のゴミ等を除去する。 

・灰皿の内容物を処理する。 

（ｲ）ベランダ ・適宜、拾い掃き掃除をする。 

・排水口のゴミ等を除去する。 

（ウ）中庭 ・１日１回巡回し、拾い掃き掃除をする。 

・植栽上部に溜まる落ち葉、ゴミを適宣除去する。 

（エ）駐車場 ・適宜、拾い掃き掃除をする。 

・適宜、土砂を取り除く。 

（オ）駐輪場 ・適宜、拾い掃き掃除をする。 

・適宜、土砂を取り除く。 

（カ）玄関周り ・１日１回以上拾い掃き掃除をする。 

・適宜、土砂を取り除く。 
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・適宜、玄関ガラス面の手垢を落とす。 

・適宜、金属部分の清掃を行う。 

（キ）屋外階段 ・１日１回巡回し、拾い掃き掃除をする。 

（ク）建物周り ・適宜、拾い掃き掃除をする。 

（ケ）側溝、排水溝 ・適宜、ゴミを除去する。 

 

⑤ガラス清掃（年間作業：年１回） 

（ア）ガラス外側片面の清掃を実施する。（足場仮設を設けない） 

（イ）ガラス用洗剤で清浄拭き仕上げをする。 

 

⑥ジュータン清掃（年間作業：年１回） 

ジュータン部分は年１回洗浄し、ジュータンの保護と美観保持のため、クリーニ

ングを行う。 

（ア）ジュータンを掃除機により吸塵する。 

（イ）しみ取り作業を行う。 

（ウ）コーナーを適性洗剤によりブラッシングする。 

（エ）ジュータン専用シャンピングマシンにより清浄する。 

（オ）ジュータン専用エクストラマシンにより汚水を吸水し、リンスする。 

（カ）ジュータンの整毛を行う。 

 

⑦環境対策 

（ア）廃棄物を種類別に分別して運搬業者の収集日までゴミストック置場に保管す

る。 

（イ）再度利用対象物は定められた置場に保管し、資源のリサイクルに協力する。 

 

⑧その他の清掃 

（ア）観葉植物のフラワーポット内のごみ拾い。 

（イ）観葉植物への必要に応じた水やり。 

（ウ）展示品の整理、整頓。 

⑨民間事業者は研究所と協議のうえ、清掃業務の点検項目を定めた点検記録表を作成

し、それに基づき業務を遂行する。 

 

Ⅲ．従事者に関する制限 

資格及び条件 

業 務 要    員 資 格 又 は 条 件 

調整業務 管理業務責任者 運営管理業務全般につき、専門的知識と経験を

持ち、英検２級以上、若しくはそれ相当以上の

語学力をもち、英語によるフロント業務に習熟

している者。 
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フロント業

務 

フロント主任者 フロント業務３年以上の経験者で英検２級以上、

若しくはそれ相当以上の語学力をもち、英語によ

るフロント業務に習熟している者。 

 フロント業務要員 英語によるフロント業務を円滑に遂行できる者。 

客室整備 

業務 

客室整備業務主任者 

客室整備業務要員 

ベッドメーキング業務の経験を有する者。 

清掃業務 清掃業務主任者 ビルクリーニング技能士３年以上の経験者、若し

くは清掃業務３年以上の経験者。 

 

Ⅳ．体制 

 民間事業者は、研究協力センターの現場における管理業務責任者、さらに業務ごとに主

任者を置き、その指示のもとに本業務を行うものとする。なお、それら管理業務責任者、主

任者及び業務要員の氏名、身分、連絡先を監督職員に届け出ること。また、変更があった

場合は、その都度届け出ること。 

 

Ⅴ．その他 

１．損害賠償 

研究所は、本実施要項９．に定める他、本契約を履行するに当たり、民間事業者又はそ

の職員その他の本業務に従事する者が、故意または過失により、研究所に損害を与えたと

きは、これによって生じた損害に相当する金額を請求することができる。ただし、その損

害が民間事業者又はその職員その他の本業務に従事する者の責に帰することができない

事由によるものである場合は、この限りでない。 

 

２．機密保持 

民間事業者は、業務上知り得た機密事項を一切外部へ漏らしてはならない。また、契約

終了後についても同様とする。 

 

３．鍵の貸与 

研究所は、民間事業者に対し、業務遂行上必要となる各種の鍵を書面にて確認の上貸与

する。民間事業者は、研究所より貸与された各種の鍵を適切に管理（無断で鍵の複製を行っ

てはならない。）し、本契約終了時に遅滞なく返還しなければならない。 

 

４．業務に伴う消耗品等の費用負担 

制服・名札等、夜勤用寝具等、清掃に必要とする作業機材、洗浄用洗剤、塗布剤等消耗

品類については民間事業者の負担とする。 

 

５．業務連携 

民間事業者は、「産業技術総合研究所つくばセンター」の施設管理等業務に含まれる

つくばセンター警備業務、つくばセンター建物等清掃業務及びつくばセンター設備等維

持管理業務の各担当者及び監督職員と密接な業務連携を図り、日常、定期清掃作業、臨

時に発生した清掃作業の日時調整を行い、円滑な業務の遂行を図ること。 
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６．業務の引き継ぎ 

（１）本業務を落札した民間事業者（以下「受注予定者」という。）は、直ちに現在業務

を請け負っている者（以下「現受注者」という。）から本業務の履行に支障がない

よう業務内容等の引き継ぎを受けなければならない。 

 

（２）現受注者は、受注予定者に対して本業務内容等の引き継ぎを行わなければならない。 

 

（３）受注予定者及び現受注者は、引き継ぎを終えた場合は、引き継ぎ内容について研究

所へ書面により報告しなければならない。 

 

７．その他 

（１）民間事業者は、本業務を行うために必要な事務室及び控室、同付属設備を無償で利

用することが出来るものとする。 

 

（２）本仕様書において疑義が生じた場合は、研究所、民間事業者双方で協議のうえ決定

するものとする。 
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産総研受付案内図 AIST Information Desk

ＩＮＩＮＯＵＴＯＵＴ

サイエンス
・スクエア
つくば（1F）

並木２丁目バス停
並木２丁目バス停

連絡便バス停

受付

受付

受付

受付受付

受付

受付

受付

受付

受付

受付

食堂・売店

食堂

共用講堂

けやき館さくら館

計量研修センター
実習棟

N

ご来訪の皆様へ
　・お車でご来訪の際には、正門入口守衛所にお立寄り下さい。
　・ご入室の際には、各事業所受付で記帳、名札の着用をお願いしております。
　・構内は、指定場所以外は禁煙です。

つくば中央

正門
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別紙２
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別紙3

　施設名（Ａ棟）

異 常 の 有 ・無

異 常 の 有 ・無

異 常 の 有 ・無

18：00 ～ 18：30

21:30 ～ 22:00

異 常 の 有 ・無

異 常 の 有 ・無

異 常 の 有 ・無

18:00 ～ 18:30

21:30 ～ 22:00

07:00 ～07:30

室　　　　　　　人

点検結果（Ｃ棟）時　　　間点検結果（Ｂ棟）時　　　間

Ｔ　・　Ｒ Ｔ　・　Ｒ

室　　　　　　　人

室　　　　　　　人

07:00 ～07:30

点検結果（Ａ棟）　　時　　　間

異 常 の 有 ・無

21:30 ～ 22:00

07:00 ～07:30

異 常 の 有 ・無18：00 ～ 18：30

異 常 の 有 ・無

㊞

～

㊞ ㊞ ㊞

勤　　務　　時　　間

～

平成 　　 年      月      日 （      曜日 ） 天候：

勤　　務　　時　　間

室　　　　　　　人

室　　　　　　　人

Ｓ　・　Ｒ Ｓ　・　Ｒ

計 計

Ｆ　・　Ｒ

室　　　　　　　人

室　　　　　　　人

施設名（Ｂ棟）

 　入

室　　　　　　　人

使　　　　用　　　　目　　　　的 使　　　用　　　目　　　的

 　入  　出  　入B      棟 　定  　定  　定

　清掃室数

A      棟

Ｔ　・　Ｒ

 　出

Ｓ　・　Ｒ

Ｆ　・　Ｒ

Ｓ　・　Ｒ

Ｔ　・　Ｒ

Ｆ　・　Ｒ

Ｓ　・　Ｒ

　　研　修　室

　　談　話　室

　

 研　修　室

談　話　室

娯　楽　室

C      棟  　出

〃勤　　務　　者

フロント勤務者氏名

〃

氏       　　    名 氏　　　　　　　名

フロント勤務者氏名

　～　

　～　

〃

～

〃 　～　

〃

〃 ～

～

　　巡回業務（宿泊室点検確認）　火気・ガス・排気フｧン・水栓・照明・施錠・その他　　　

その他(連絡事項等)

状　　　況

計

　　記　　　事　　　　　　本日入館者　　　　　　　　　　　名

　　　　　　　　　　　　　　本日チェックイン者　　　　　 　名　　　　　　（　　　　　　　　室）

室　　　　　　　人Ｆ　・　Ｒ

㊞

施設利用

現金入金　　　　　　　　　　　円合計　　　　　　　室　　　　　　　　人研修・その他　　　　　　　　　人

室　　　　　　　人Ｓ　・　Ｒ

Ａ　　　　　　棟 Ｂ　　　　　　棟 C　　　　　　棟

※　Ｓ・Ｒ(ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑ)、Ｔ・Ｒ(ﾂｲﾝﾙｰﾑ)、Ｆ・Ｒ(ﾌｧﾐﾘｰﾙｰﾑ)

研究協力センタ－『さくら館』業務日報

甲　確　認　欄 乙　確　認　欄
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別紙３ 

研究協力センター「けやき館」業務日報 
 

甲 確 認 欄 乙 確 認 欄 
 
  ㊞ 

 
  ㊞ 

 
 ㊞ 

 
   ㊞ 

 
  ㊞ 

 
平成   年   月   日（   曜日）天気 

勤  務  者 

氏    名 勤 務 時 間 氏    名 勤 務 時 間 

ﾌﾛﾝﾄ勤務者氏名 ～ ﾌﾛﾝﾄ勤務者氏名 ～ 

〃 ～ 〃 ～ 

 

宿 泊 室 
利 用 状 況 

 居室数 利用室数・人数 記 載 事 項 

F B ９室 
室・    人

 

S B ４９室 
室・    人

 

H B ２室 
室・    人

 

計 ６０室 
室・    人

 

 
施  設  名 使  用  状  況 記  載  事  項 

研  修  室   

談  話  室   

 
項   目 記   載   事   項 

安全関連事項 
火災・ガス等 

 

設備関連事項 
水道・電気等 

 

館内治安事項 
･その他連絡事

項等 
 

※ ＳＢ(ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑ)、ＦＢ(ﾌｧﾐﾘｰﾙｰﾑ)、ＨＢ(ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟﾙｰﾑ) 
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別　紙４

日 泊数 SR(ｼﾝｸﾞﾙ） 泊数 ＴＲ（ﾂｲﾝ） 泊数 FR(ﾌｧﾐﾘｰ） 電話代 合 計 累 計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

計

平成　　年　　月分　売上日計表 「さくら館」
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別　紙４

日 件数 SB(月） 件数 FB(月） 件数 SB(日） 件数 FB(日) 件数 返 金 電話代 合 計 累 計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

計

注）  SBにはHB113、FBにはHB106を含む

「けやき館」平成　　年　　月分　売上日計表
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別紙５
平成　　年　　月　　日

独立行政法人　産業技術総合研究所　御中  

さくら館

項　　目 稼動室数 泊　　数 月額単価 日額単価 合　　計

シングルルーム ― ― 1,700 0

　〃　（返　還） ― -1700 0

ツインルーム ― ― 2,200 0

　〃　（返　還） ― -2200 0

ファミリールーム ― ― 2,600 0

　〃　（返　還） ― -2600 0

付加料金（電話） 0 0

計 0

けやき館

項　　目 稼動室数 泊　　数 月額単価 日額単価 合　　計

シングルルーム ― 15,000 ― 0

　〃　（日　割） ― 500 0

　〃　（返　還） . ― -500 0

ファミリールーム ― 25,000 ― 0

　〃　（日　割） ― 850 0

　〃　（返　還） ― -850 0

付加料金（電話） 0

0

計 0

総　計 0

上記の金額に相違ありませんので、ご報告申し上げます。

住所○○

役職名 代表者氏名

会社名○○

研究協力センター利用雑費収入　報告書・内訳書
平成 　　年　　月分
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別紙６

預金預入額 預金払出額 預金残高

さくら館

けやき館

　月分送金

次月繰越

前月より繰越

さくら館

けやき館

貯金利息

　月分送金

次月繰越

利用収入に係る出納記録
平成　　年　　月　　日現在

摘　　　要 利用収入等
金融機関出納帳

備考

　月

　月
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別紙５－２：業務仕様書 

 

サイエンス・スクエアつくば運営管理業務仕様書 

 

概 要   

「サイエンス・スクエアつくば」は、独立行政法人産業技術総合研究所（以下「研

究所」という。）の研究開発が社会の発展に貢献していることを広く社会・国民に発

信し、研究所の活動の理解促進を図るとともに、国民の科学技術への興味を高め、次

世代の産業に関わる人材の育成に貢献することを目的とした常設展示施設である。つ

くばセンターつくば中央第１事業所Ａ棟１階に位置し、ロビー、展示スペース（面積：

619 ㎡、展示数：約 50 テーマ）、倉庫で構成（【別紙１】「サイエンス･スクエアつく

ば図面」を参照）される。 

「サイエンス・スクエアつくば運営管理業務」（以下「本業務」という。）は、一般

入館者の受付、展示品解説及び機器のデモ操作、見学に係る問い合わせ対応、展示品

及び展示室内の点検業務に関する「受付、展示案内業務」、土曜日、日曜日、祝日等

における見学者受付、誘導に関する「受付補助業務」等の業務とし、業務従事者が常

駐して管理するものとする。 

 

Ⅰ．業務従事者の勤務日、勤務時間、配置人数及び資格条件 

１．勤務を要しない日について 

・勤務を要しない日（以下「休館日」という。）は、毎週月曜日（祝日の場合は

翌平日）及び年末年始（12/28～1/4）並びに研究所が指定する電気設備点検日

とする。 

 

２．受付、展示案内業務従事者の勤務日等 

・勤務日は休館日を除く毎日とし、２名を配置すること。ただし、夏休み期間中

は３名を配置すること。（毎年度開始前に、研究所が「業務従事者勤務日及び

勤務人数表」を作成する。） 

・勤務時間は９時００分～１７時３０分までとする。 

・業務従事者は英会話の能力を有し、日本語及び英語による案内、展示品解説及

びデモ操作ができること。 

・業務従事者は、類似業務についての経験があること。 

 

３．受付補助業務従事者の勤務日等 

・勤務日は休館日以外のうち土曜日、日曜日及び祝日とし、１名を配置すること。 

・勤務時間は９時３０分～１６時００分までとする。 

ただし、７月及び８月においての勤務時間は９時３０分～１７時００分までと

する。 
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４．責任者の配置 

・本仕様書に定められた業務を遂行するため、管理業務責任者（以下「責任者」

という。）を配置すること。責任者は、本業務全般につき、専門的知識と経験を

持ち、各業務従事者等へ的確な指示を与えることのできる者とする。 

 

Ⅱ．業務内容 

１． 受付、展示案内業務 

（１）一般入館者の受付、展示品解説及び機器のデモ操作、見学に係る問い合わせ

対応。 

 

（２）入館状況の集計等業務。 

 

（３）展示品及び展示室内の点検業務 

・展示品、照明及び空調の電源ＯＮ/ＯＦＦ 

・開館前、閉館後における展示室内の点検 

・展示品の光源ランプ等の交換 

なお、以下については、開館前、午前、午後及び閉館後の計４回行うこと

を基本とする。 

・展示室内の温度点検及び温度調整 

・展示室内照明機器の点検調整 

・展示品の破損や異常などの点検調整 

・タッチパネル等情報端末装置の動作点検調整 

・映像機器及び音響装置の動作点検調整 

・パンフレットの補充 

・展示室内掲示物のチェック（破れや期限など） 

・落とし物や床の汚れ、カーペットのチェック 

・展示品の拭き掃除や椅子などの整頓 

 

（４）上記業務の他、本実施要項８．に記載された監督職員の指示があった場合は

その指示に従う。 

 

２．受付補助業務 

（１）見学者受付、誘導等の業務 

・業務従事者全員が案内・展示品解説及びデモ操作をしている際の受付業務 

・見学者の展示室内への誘導 

 

３．共通業務 

（１）見学予約受付業務 
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見学予約受付業務を行う該当日は、土曜日、日曜日、祝日及び第２事業所輪

番休暇期間とし、電話、ＦＡＸ、E-mail で申し込まれる団体及びガイドつき見学

の予約受付、登録、回答を行う。 

 

Ⅲ．業務報告書の作成及び緊急時対応 

（１）民間事業者は、本実施要項８．で定める業務日報（様式については別に定め

る）を作成し、責任者を通じて翌日（当該翌日が休日の場合には、その直後の

平日とする。）までに提出すること。提出に当たっては監督職員の確認を得る

こと。 

 

（２）業務従事者は事故等が発生した場合、迅速かつ適切な緊急時対応をするもの

とする。別途、研究所が緊急時の対応マニュアルを作成し配布する。 

 

Ⅳ．業務従事者の遵守すべき事項 

（１）常に服装、姿勢を端正にし、業務従事者としての品位を保持するとともに勤

務時間中の行動については特に留意する。 

 

（２）見学者の応接に際しては、誠意をもってあたり、言語、動作に留意して相手

方に不快の念を与えないよう親切に対応する。 

 

（３）業務上知り得た事項は他に漏らしてはならない。 

 

（４）業務遂行にあたっては、安全確認を充分行い事故防止に努める。 

 

Ⅴ．損害賠償 

研究所は、本実施要項９．に定める他、本業務を履行するに当たり、民間事業者又

はその職員その他の本業務に従事する者が、故意または過失により、研究所に損害を

与えたときは、これによって生じた損害に相当する金額を請求することができる。た

だし、その損害が民間事業者又はその職員その他の本業務に従事する者の責に帰する

ことができない事由によるものである場合は、この限りでない。 

 

Ⅵ．業務の引継ぎ 

（１）本業務を落札した民間事業者（以下「受注予定者」という。）は、直ちに現

在業務を請け負っている者（以下「現受注者」という。）から本業務の履行に

支障がないよう業務内容等の引き継ぎを受けなければならない。 

 

（２）現受注者は受注予定者に対して本業務内容等の引き継ぎを行わなければなら
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ない。 

 

（３）受注予定者及び現受注者は、引き継ぎを終えた場合は、引き継ぎ内容につい

て担当者へ書面により報告しなければならない。 

Ⅶ．業務連携 

民間事業者は、「産業技術総合研究所つくばセンター」の施設管理等業務に含まれるつ

くばセンター警備業務、つくばセンター建物等清掃業務及びつくばセンター設備等維持

管理業務の各担当者及び監督職員と密接な業務連携を図り、サイエンス・スクエアつく

ば施設設備等に関わる事故等が発生した場合は、速やかに関係者と協力し円滑な業務

の遂行を図ること。 

 

Ⅷ．その他 

（１）本業務に必要な施設､器材及び消耗品等は研究所の負担とする。 

 

（２）本業務に必要な鍵の取扱いには充分注意し、紛失のないように注意すること。

また、複製は禁止するとともに、万一、紛失した時は監督職員に速やかに報告

すること。 

 

（３）民間事業者は、業務従事者の健康状態を把握し、不良と認められるものを就

労させてはならない。 

 

（４）業務従事者が変更もしくは事故等により、本業務を担当することができなく

なった場合は､民間事業者は監督職員に直ちに報告し､指示を受けるものとす

る。 

 

（５）業務従事者の制服は、民間事業者において用意するものとする。その場合、

制服の選定に当たっては、研究所と協議するものとする。 

 

（６）業務従事者の休憩に要する場所は、研究所が用意する。（７）本仕様書につ

いて疑義が生じた場合は、研究所及び民間事業者双方で協議するものとする。 
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別紙５－３:業務仕様書 

 

地質標本館運営管理業務仕様書 

                                       

 

施設の概要 

 独立行政法人産業技術総合研究所（以下「研究所」という。）内に設置されている 

地質標本館は、総面積３，７００㎡の２階建て建物（地下１階、地上２階（一部３階））

で、玄関、中央ホール、映像展示室、テーマ別４展示室等の展示スペース１，５００㎡

及び関連する研究室・事務室・岩石薄片製作室等２，２００㎡から構成（【別紙１】「地

質標本館図面」を参照）され、それぞれの展示室等にはパネルや模型、映像展示に加え、

実物の岩石・鉱物・化石の標本を多数展示（【別紙２】「地質標本館展示物等一覧」を参

照）している。 

 

Ⅰ．業務概要 

 地質標本館運営「管理業務（以下「本業務」という。）は、ＶＩＰ等の来館者及び一

般見学者（以下「入館者」という。）に対する受付・案内並びに地質の調査に関する普

及出版物及び絵葉書、地球科学図及び地球科学データ集（以下「有料頒布品」という。）

に関する頒布を行うことにより、入館者への地球科学に関する研究成果の普及促進を 

図るとともに、視察・見学がしやすい環境を提供する。 

 

Ⅱ．業務日及び業務時間 

 ・業務日は休館日を除く毎日とする。 

 ・休館日は毎週月曜日（休日の場合は翌平日）及び１２月２８日～１月４日とする。 

 ・設備点検・各種工事の施工等に伴い、運営に支障を来たす日は休館とする。 

 ・業務時間は８時３０分～１７時１５分とする。 

 

Ⅲ．業務の内容 

 

 

１．受付管理業務（業務従事者は常時２名以上） 

（１）開館時間帯（９時３０分～１６時３０分）においては、必ず１名は所定の場所

に在席すること。 

 

（２）一般見学者の受付・案内、見学に係る問い合わせの対応、展示品に関わる内容

の説明を除く館内の概要説明並びに特定個人を断定できない範囲内での入館者
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の状況等に関するデータ集計・整理及び記録を行う。 

 

（３）団体（原則として１５名以上とする。）見学の問い合わせ及び事前受付業務を

行い、団体見学者が展示品に関する説明を希望された場合は、研究所の職員との

調整を行う。 

 

（４）団体見学の申し込みを受け付けた場合は、【別紙３】に定める「地質標本館団

体見学申込書」に記載し、保管するとともに、地質標本館職員と共同でスケジュ

ール表の管理を行う。 

 

（５）入館者の手荷物等がロッカーに納まりきらない場合は、管理について便宜を図

る。 

 

２．有料頒布業務 

（１）民間事業者は、【別紙４】「有料頒布品項目」定める有料頒布品の頒布にともな

う代金の受領、領収書の発行・管理、現金の保管及び現金出納簿の記載を行う。 

 

（２）民間事業者は、有料頒布金管理専用の口座を民間事業者名義で開設し、預け入

れにともない発生する利子を含め、全ては研究所に帰属する。 

 

（３）民間事業者は、研究所に対し、各月終了ごとに研究所が定めた、有料頒布品に

係る担当者を通じ、一ヶ月分の頒布数量及び頒布金額を、原則として翌月５日ま

でに、【別紙５】「有料頒布業務月次報告書」を提出する。 

   その際、併せて現金出納簿、発行した領収書の控え、金融機関が発行する出納・

残高を証明する書類、その他証憑類を提出する。 

 

（４）研究所は、報告書の提出を受けて検査を行い、金額を確定し【別紙６】「金額

確定通知書」により民間事業者に通知する。 

 

（５）民間事業者は、確定の通知を受けた後、速やかに研究所が指定した口座に振り

込むものとする。 

   なお、その際に生じる送金手数料は民間事業者の負担とする。 

 

（６）有料頒布品の価格は研究所が別に定め、民間事業者に通知する。 

 

（７）民間事業者は、有料頒布品の保管場所等を常時把握し、頒布希望者に対し速や

80



かな対応を行う。また、外部からの頒布に関する問い合わせについて対応する。 

 

（８）民間事業者は、年度終了時において、要領に定める棚卸報告書を含め、【別紙

７】「有料頒布業務年度報告書」により年間の頒布実績を報告する。 

 

（９）上記業務のほか、運営管理上必要な業務は民間事業者及び研究所の双方協議の

うえ確定し、実施するものとする。 

 

３．本業務の従事者は、「産業技術総合研究所つくばセンター」の施設管理等業務に含

まれるつくばセンター警備業務、つくばセンター建物等清掃業務及びつくばセンタ

ー設備等維持管理業務の各担当者及び本実施要項７．において定める監督職員と密

接な業務連携を図り、地質標本館の施設設備等に関わる事故等が発生した場合は、

速やかに関係者と協力し円滑な業務の遂行を図ること。 

 

Ⅳ．責任者の配置及び業務従事者の届け出 

（１）本仕様書に定められた業務を遂行するため、管理業務責任者（以下「責任者」

という。）を配置すること。 

 

（２）本業務の業務従事者については、責任者を通じて、事前に監督職員へ届けなけ

ればならない。また、変更する場合も同様とする。 

 

Ⅴ．業務報告 

  民間事業者は、受付管理業務及び有料頒布業務の内容をとりまとめ、【別紙８】「地

質標本館運営管理日報」により、責任者を通じて翌日までに監督職員に報告する。 

  なお、翌日が休日等により、監督職員が不在の場合は、直後における双方の業務日

とする。ただし、緊急を要する場合はその都度行うものとする。 

 

Ⅵ．民間事業者及び業務従事者の遵守すべき事項 

（１）業務従事者の健康状態を把握し、不良と認められる者を従事させてはならない。 

 

（２）事前に当該業務に関する教育を行った後でなければ、業務に従事させてはなら

ない。 

 

（３）常に業務従事者の業務状況を把握し、管理指導を行い、当該業務の円滑な遂行

に努めなければならない。 
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（４）業務従事者が変更若しくは事故等により、業務を担当することができなくなっ

た場合は、監督職員に直ちに報告しなければならない。 

 

（５）常に服装、姿勢を端正にし、業務従事者としての品位を保持するとともに、業

務時間中の行動については特に留意すること。 

 

（６）入館者の対応については、誠意を持ってあたり、言葉使い、動作に留意して相

手方に不快の念を与えないように親切に対応すること。 

 

（７）外国人入館者の対応については、日常的な英会話での対応が可能であること。 

 

（８）研究所内職員との面識を深め、外来者との見分けを明確にし、適切に対応する

こと。 

 

（９）業務上知りえた事項は、他に漏らしてはならない。 

 

（10）業務遂行にあたっては、安全確認を充分行い、事故防止に努めること。 

 

Ⅶ．安全確保 

（１）あらかじめ、地震、火災等による災害や入館者に不慮の事故等が発生した場合

を想定し、地質標本館職員等との間において、密接な安全管理体制を構築してお

くものとする。 

 

（２）開館中に地震、火災等の緊急事態が発生した場合は、研究所が別に定めるマニ

ュアルに基づき、館内放送等により入館者の避難誘導を行う。 

 

（３）地質標本館施設・設備等に関わる事故等が発生した場合は、速やかに地質標本

館職員等と協力し、必要な措置を行う。 

 

（４）館内において侵入等の疑いのある不審者を発見した場合は、中央監視センター

及び監督職員に連絡し、警備員と協力して対応する。 

 

（５）急病人等が発生した場合、監督職員及び診療所に連絡し、それらの指示に従い、

適切な措置を行う。 
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Ⅷ．損害賠償 

  研究所は、本実施要領９．に定める他、本契約を履行するにあたり民間事業者、ま

たはその職員、その他当該業務に従事する者が、故意または過失により研究所に損

害を与えた場合は、これに因り生じた損害に相当する金額を請求することができる

ものとする。 

   ただし、その損害が民間事業者またはその職員、その他の当該事業に従事する者

の責に帰することができないと認められた場合はこの限りではない。 

 

Ⅸ．業務の引継ぎ 

（１）本業務を落札した民間事業者（以下「受注予定者」という。）は、直ちに現在

業務を請け負っている者（以下「現受注者」という。）から、本役務の履行に支

障が無いよう、業務内容等の引継ぎを受けるものとする 

 

（２）現受注者は、受注予定者に対して本業務内容等の引継ぎを行うものとする。 

 

（３）受注予定者及び現受注者は、引継ぎを終了したら速やかに引継ぎした内容につ

いて、監督職員へ書面により報告するものとする。 

 

Ⅹ．その他 

（１）民間事業者は、業務を行うために必要な控室、同付属設備等を無償で利用する

ことができる。 

 

（２）本業務を遂行するために必要な制服、名札等については民間事業者の負担とす

る。 

 

（３）本仕様書について疑義が生じた場合は、研究所及び民間事業者双方で協議する

ものとする。 
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別紙２：地質標本館展示物等一覧

場　所

ホール

第一展示室

第二展示室

第三展示室

２Ｆ通路

映像室

地質標本館展示物等一覧

展　示　名　称 装　置　概　要 そ　の　他

震源リアルタイム情報 ３モニターに表示 ＰＣ制御

地質調査総合センターＨＰ 地質図カタログ ＰＣ操作（暫くの間、作動中止状態）

特別展における各種展示物

地震計 １モニターに表示 ＰＣ制御

日本列島周辺の震源分布

（天井部）

○モニターに表示

天井部震源ランプで表示

ＰＣ操作、タッチパネル

日本列島地質模型 音声解説、ランプ表示 ボタン操作

地質図とは 地質カタログ、地質図の作り方 ＰＣ操作

郷土の地質 断面上下動とランプ表示 ボタン操作

生きている化石 音声解説、ランプ表示

生きている化石（ｶﾌﾞﾄｶﾞﾆ、ｵｳﾑ貝） モニター表示 ボタン操作

放射線。蛍光を出す鉱物 音声解説、ランプ表示 ボタン操作

太平洋海底模型 海溝、海嶺表示その他 ボタン操作

生活と鉱物資源 プロジェクターによる投影 ＰＣ操作

富士山立体模型 断面上下動 ボタン操作

元素周期表 モニター、ランプ表示 ボタン操作、タッチパネル

火山ビデオ ビデオ放映 ボタン操作

葛根田地熱発電のしくみ 模型、モニター表示 ボタン操作

世界の火山 ランプ表示 ボタン操作

日本の火山 ランプ表示 ボタン操作

ダイナミックアース ビデオ放映 ボタン操作

活断層ビデオ ビデオ放映（３本） ボタン操作

地中熱利用 ランプ表示 ボタン操作

地中熱利用（ジオ君） 音声解説、モニター表示 ボタン操作

地質リモートセンシング 地図表示 トラックボールとボタン操作

地学クイズコーナー タッチパネル操作 ＰＣ操作

岩石薄片自動観察装置 モニター表示 ボタン操作

地中熱表示システム ビデオ放映 ＰＣ操作
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別紙３：地質標本館団体見学申込書

　　有 　　無

地質標本館団体見学申込書

受付年月日：平成　　　年　　月　　　日（　　） 受付担当者：

（特記事項）

　　　　　　自由見学

展示内容の説明

説明対応者（対応者全員を記載）

（希望する説明の概要）

２９．地質調査総合ｾﾝﾀｰ2009年抜粋　　 （日）１５分

　　（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸ映像）

DVD上映希望の有無

　　　　　　　　有

　　　　　　　　無

バス 　　　　台　　その他（　　　　　　　　　　　　）

ｱｲﾐｭﾚｯﾄの有無

　　　　使　 用

　　　　不使用

１３．地熱ｴﾈﾙｷﾞｰ地熱情報ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ　 （日）１４分

１４．鉱床探査（高取ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ鉱床）　（日・英）２３分

１５．地質図ー大地の素顔　　　　　　　（日・英）２２分

１６．地下を探るー物理探査　　　　　　　　（日）２９分

１７．伊豆大島火山ー１９８６の噴火　（日・英）２８分

１８．植物化石から環境を探る　　　 　（日・英）２２分

１９．地球の歴史と年代測定　　　　　 （日・英）１５分

２０．地熱資源を探る　　　　　　　　　　（日・英）２４分

２１．雲仙普賢岳　　　　　　　　　　　  　（日・英）２３分

２２．地質調査所２００９年版　　　　　  （日・英）３０分

２３．天然ガスハイドレート　　　　　　　　　（日）２７分

２４．海洋の炭素循環に関する研究　（日・英）１７分

２５．地震災害の軽減をめざす　　　　（日・英）２９分

２６．富士火山周遊飛行　　　　　　　　　 　（日）１２分

２７．つくば発しなやかな産業革命（１）　　（日）２９分

２８．つくば発しなやかな産業革命（２）　　（日）２９分

　８．大地の構造（変動する大地）　　　　  （日）２５分

　９．浅層震源反射法　　　　　　　　　 　　 （英）１５分

１０．地下水による地震予知　　　　　　　 （日）１５分

１１．活断層から大地震を探る　　　　　 　（日）１７分

１２．偏光顕微鏡の世界　　　　　　　　（日・英）１７分

　３．海底に地質を探る　　　　　　　　 　 　（英）２０分

　４．蛍光X線分析用試料の作り方　　　　（日）２５分

　５．Ｘ線解析装置　　　　　　　　　　　  　　（日）１２分

　６．地質構造のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ実験　　　 　　（日）１４分

　７．筑波山周辺の鉱物産地を訪ねて　　（日）２０分

見学年月日　平成　　年　　月　　日（　　） 見学時間　　　：　　　　～　　　：

　２．中部太平洋の鉱物資源　　　　　 　　（英）２３分

フリガナ

団体名

人　数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　名

連絡先住所 連絡先電話番号等

代表者氏名等：

公開ビデオテープ（DVD）一覧

　１．生きている火山　　　　　　　　　 　（日・英）２２分
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構造図

Ⅰ．地球科学図及び地球科学データ集

　　　　　　　　項　                    　　　　　　　　目

５万分の１地質図幅

７．５万分の１地質図幅

別紙４：有料頒布品項目一覧

２０万分の１地質図幅

５０万分の１地質図幅

５０万分の１活構造図

数値地質図

２００万分の１地質編集図

日本地質図索引図

火山地質図及び火山科学図

海洋地質図

鉱物資源図

水分環境図（日本水理地質図を含む）

日本炭田図

日本油田・ガス田図

空中磁気図

重力図

地熱地域等重力線図

特殊地質図

燃料資源図

北海道金属非金属鉱床総覧

その他（上記に属さず単独で出版するもの）

Ⅱ.地質の調査に関する普及出版物及び絵葉書

普及出版物

日本の鉱物資源図

屋久島の地質

青柳鉱物標本

地質標本館鉱物トランプ

成果普及用ペーパークラフト「デスモスチルス」

成果普及用ペーパークラフト「飛び出すイーハトーブ火山」

絵葉書

地質標本館絵葉書

火山シリーズ

花崗岩シリーズ

その他 （新たに有料頒布を開始するもの）
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別紙５-１：有料頒布業務月次報告書

　　有料頒布業務月次報告書

　　　年　　月　　日

独立行政法人産業技術総合研究所　殿

民間事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　        　　 平成  　　年　　月分　 有料頒布業務について、以下のとおり　　　

５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．.地球科学図及び地球科学データ集 件 円

２．普及出版物 件 円

　　　　      　　　報告します。

（添付書類）

１．現金出納簿

２．領収書の控え

３．金融機関が発行する出納残高証明

４．頒布明細（品目毎）

３．絵葉書 件 円

　　　　　　　　　合　　　　　計 件 円
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別紙５-２：有料頒布業務月次報告書

数　量

頒布明細（品目毎） 平成　　年　　月分

頒　　布　　品　　名　　称 単　　　価 金　　　額
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別紙６：金額確定通知書

　以下のとおり確定したので通知します。

     平成　　年　　月分　有料頒業務に係る金額確定通知書

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　独立行政法人産業技術総合研究所

　　平成　　年　　月分有料頒布業務に係る月次報告について、内容を審査した結果

１．地球科学図及び地球科学データ集 件 円

２．普及出版物 件 円

※平成　　年　　月末日までに下記口座あて振込みをして下さい。

振込み口座：

名　　　　 義：

３．絵葉書 件 円

　　　　　　　　　合　　　　　　計 件 円
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別紙７-１：有料頒布業務年度報告書

　　有料頒布業務年度報告書

　　　年　　月　　日

独立行政法人産業技術総合研究所　殿

民間事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　       　 　　　平成  　　年度　 有料頒布業務について、以下のとおり　　　

１．地球科学図及び地球科学データ集 件 円

２．普及出版物 件 円

　　　　      　　　　 報告します。

（添付書類）

１．現金出納簿

２．金融機関が発行する出納残高証明

３．別紙内訳明細書

４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．絵葉書 件 円

　　　　　　　　　年度合計 件 円
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別紙７-２：有料頒布業務年度報告書

数　量

頒布明細（品目毎） 平成　　　　年度分

頒　　布　　品　　名　　称 単　　　価 金　　　額
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 別紙７  

誓  約  書 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、入札に参加するに当た

り、下記の事項を誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被るこ

ととなっても、異議は一切申し立てません。 

 

 

記 

 

 

１ ．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下

「法」という。）第 10 条第 4 号及び第 6 号から第 9 号の暴力団排除条項に該当しない

こと。 

 

２．暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 

 

３．法第 10 条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 

 

平成   年   月   日 

 

              殿 

（郵便番号        ） 

入札参加事業者 住 所 

 

電話番号 （   ）   － 

 

商  号 

又は名称 

 

氏  名          ○印  

 

（法人にあっては、代表者氏名） 

 

【法定代理人】 

 

氏  名          ○印  
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